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１ 目的 

 

本県では、令和５年３月に改正した埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）におい

て、2030年度における埼玉県の温室効果ガス排出量を2013年度比46％削減するという目

標を掲げている。 

 

また、「埼玉県地球温暖化対策推進条例」（平成21年埼玉県条例第９号。以下「条例」

という。）に基づき、温室効果ガスを多量に排出する事業者に対して、「地球温暖化対

策計画・実施状況報告書」（以下、「温対計画書」という。）等の作成・提出を義務付

けている。 

さらに、大規模な事業所における温室効果ガスの削減を進めるため、条例に基づく埼

玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針（以下、「指針」という。）において、平

成23年度から目標設定型排出量取引制度（以下、「本制度」という。）を導入し、東京

都の「総量削減義務と排出量取引制度」と連携しながら運用を進めている。 

 

本制度における、目標達成の評価及び排出量取引を公正なものとするため、基準排出

量の確定行為は重要となる。その算定においては、次の（１）～（３）で、「地球温暖

化対策の推進の程度が知事が別に定める基準」に適合することを求めている。 

 

（１）基準排出量の決定 

第一に、指針別表第３第１の２又は３に規定する事業所（以下「新規事業所」という。）

が基準排出量の算定を行う際、ア 過去の実績排出量（以下「実績排出量」という。）に

基づく方法で算定した基準排出量とイ 知事が別に定める排出標準原単位（以下「排出標

準原単位」という。）に基づく方法で算定した基準排出量等を選択できる。アの実績排

出量に基づく方法で算定された基準排出量を選択できるのは「地球温暖化対策の推進の

程度が知事が別に定める基準」に適合する場合に限られている。 

 

（２）事業所の用途変更等による基準排出量の変更 

第二に、指針別表第３第１備考３の規定により用途・規模等の状況の変更により基準

排出量の変更をする大規模事業所（以下「変更事業所」という。）が変更後の基準排出

量の算定を行う際、指針別表第３第１備考４に定める、状況の変更があった部分又はそ

の一部において実測した燃料等の使用量（以下「実測使用量」という。）に基づき算定

される年度排出量を加減する方法を選択することができるのは、状況の変更があった部

分において「地球温暖化対策の推進の程度が知事が別に定める基準」に適合する場合に

限られている。 

 

 

第１章 本ガイドラインについて 
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（３）県外削減量 

第三に、指針別表第５ ２（３）に規定する県外の事業所等（以下、「県外事業所」

という。）は「目標設定型排出量取引制度における県外クレジット算定ガイドライン」

（以下「県外クレジット算定ガイドライン」という。）に規定する基準排出量（以下「県

外基準排出量」という。）を算定する際、基準となる年度において「地球温暖化対策の

推進の程度が知事が別に定める基準」に適合していなければならない。 

 

上記の（１）～（３）は、意図的にエネルギーを浪費するような施設や設備の運用管

理により、基準排出量算定に使用する目標設定ガス（エネルギー起源CO2）年度排出量

を増加させるのを防止し、本制度における目標達成の評価及び排出量取引の実効性と信

頼性を高めることを目的とした措置である。 
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【参照条文】（埼玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針） 

別表第３（排出量の算定方法） 

 第１ 基準排出量の算定方法 

事業所の区分 算定方法 

１ 平成23年度から大規模事業所に

該当した事業所のうち、平成18年度

からの３か年度連続して原油換算

で1,500キロリットル以上のエネル

ギーを使用している大規模事業所

（平成18年度の途中から使用が開

始された事業所を除く。） 

(1) 算定時期 

平成23年度 

(2) 算定量 

平成14年度から平成19年度までの間で大規模事業者が

選択する連続する３か年度の目標設定ガス排出量の平均

の量（当該３か年度のうちに大規模事業所の目標設定ガ

ス排出量が標準的でないと知事が特に認める年度がある

場合にあっては、当該年度を除く２か年度の目標設定ガ

ス排出量の平均の量又は１か年度の目標設定ガス排出

量） 

２ 平成23年度から大規模事業所に

該当した事業所のうち１に該当し

ない事業所 

(1) 算定時期 

平成23年度 

(2) 算定量 

次に掲げる量のうち、大規模事業者が選択する量 

ア 大規模事業所に該当した年度の４か年度前の年度か

ら前年度までの間で大規模事業者が選択する連続する

３か年度の目標設定ガス排出量の平均の量（当該３か

年度のうちに大規模事業所の目標設定ガス排出量が標

準的でないと知事が特に認める年度がある場合にあっ

ては、当該年度を除く２か年度の目標設定ガス排出量

の平均の量又は１か年度の目標設定ガス排出量）（当該

期間における大規模事業所における地球温暖化対策の

推進の程度が知事が別に定める基準に適合する場合に

限る。） 

イ 大規模事業所の用途別に当該用途における目標設定

ガス排出量に相当程度影響を与える事業活動の規模を

表すものとして知事が別に定める床面積その他の指標

（以下「排出活動指標」という。）の当該大規模事業所

における値（以下「排出活動指標値」という。）に、事

業所の用途、規模等について当該大規模事業所と同じ

特性を有する事業所の標準的な排出活動指標の値１単

位当たりの目標設定ガス排出量として知事が別に定め

る値（以下「排出標準原単位」という。）を乗じて算出

した量 

３ 平成24年度以降に大規模事業所

に該当した事業所 

(1) 算定時期 

大規模事業所に該当した年度 

(2) 算定量 

２(2)に掲げる量 
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備考 

１ 基準排出量の算定に使用する目標設定ガス排出量については、第２の規定によらず、知事が別に

定める方法により算定する量とする。 

２ 基準排出量は、この表に掲げる方法によることが困難であると認められる場合は、知事が認める

方法により算定する量とする。 

３ 大規模事業者は、次に定める大規模事業所の状況の変更（以下「状況の変更」という。）があっ

たときは、下記４に基づき、基準排出量を変更するものとする。 

（１） 熱供給事業所以外の大規模事業所において、次に掲げる事由により目標設定ガス排出量が増

加し、又は減少する量として知事が別に定める方法により算定される量の合計が大規模事業所

の基準排出量の知事が別に定める割合以上となること。 

ア 大規模事業所の床面積の増加又は減少 

イ 大規模事業所の全部又は一部の用途が排出活動指標に定める用途のうち異なる用途にな

る変更 

ウ 大規模事業所における事業活動の量、種類又は性質を変更するための設備の増加又は減少 

（２） 熱供給事業所において、当該熱供給事業所の熱を供給する先の事業所の床面積（以下「熱供

給先面積」という。）が増加し、又は減少した面積が、当該大規模事業所の知事が別に定める

基準となる期間における熱供給先面積の平均の知事が別に定める割合以上となること。 

４ 大規模事業者は、状況の変更があったときは、状況の変更があった日の属する年度（以下「状況

変更年度」という。ただし、状況の変更があった日の属する月が３月である場合にあっては、状況

変更年度の翌年度。以下同じ。）から次の状況変更年度の前年度までの基準排出量を、状況の変更

があった部分に係る次に掲げるいずれかの方法（(3)及び(4)の方法については、実測した期間にお

いて、状況の変更があった部分における地球温暖化対策の推進の程度が別に定める基準に適合する

場合に限る。）により算定される量（状況変更年度にあっては、算定される量に、当該状況の変更

があった日の属する月の翌月から当該状況変更年度の３月までの月数（当該状況の変更のあった日

の属する月が２月である場合にあっては、１とする。）を12で除して得た値を乗じて得た量に縮小

した量とする。）の合計を、目標設定ガス排出量が増加する状況の変更の場合にあっては当該状況

の変更の前の基準排出量に加え、目標設定ガス排出量が減少する状況の変更の場合にあっては当該

状況の変更の前の基準排出量から減じて得た量に変更するものとする。 

（１） 当該事業所の目標設定ガス排出量に相当程度影響を与える事業活動の規模を表すものとして

知事が適切と認める指標の値１単位当たりの当該事業所における過去の目標設定ガス排出量

に、当該状況の変更による当該指標の値の変更量を乗じて得た量 

（２） 当該状況の変更のあった部分の用途に応じた排出標準原単位に、当該状況の変更による排出

活動指標値の変更量を乗じて得た量 

（３） 当該状況の変更のあった部分において実測した燃料等の使用の量に基づき算定した目標設定

ガス排出量 

（４） 当該状況の変更のあった部分の一部において実測した燃料等の使用の量に基づき知事が適切

と認める方法により、その全部の目標設定ガス排出量を推計した量 

別表第５（目標の達成の方法）（抄） 

目標の達成の方法は、削減期間（当該削減計画期間において、大規模事業所に該当した年度から終了

年度（知事が別に定めるところにより終了年度が変更された場合にあっては、当該変更後の終了年度）

までの期間。以下同じ。）ごとに、当該大規模事業所における削減期間の各年度の基準排出量（別表第

３第１備考の規定により基準排出量が変更された年度については、その変更後の量。以下同じ。）を合

算して得た量から当該大規模事業所における各年度の目標設定ガス排出量の削減期間における合計を

減じて得た量（以下「排出削減量」という。）に、１及び２の量を加え、３及び４の量を減じて得た量

（以下「算定排出削減量」という。）を、当該削減期間の終了年度の翌々年度の９月末日（削減期間の

終了の年度が令和元年度の場合にあっては令和４年１月末日。ただし、知事が別に定めるところによ

り削減期間の終了年度が変更された場合又は削減期間の終了の年度の翌々年度の４月３日（削減期間

の終了の年度が令和元年度の場合にあっては令和３年８月４日）以降において当該削減期間に係る基

準排出量の決定、変更若しくは目標削減率の減少若しくは条例第12条の規定による地球温暖化対策計

画の提出の手続が完了していない場合（大規模事業者の責めに帰すべき事由によるときを除く。）にあ

っては、知事が認めた日の翌日から起算して180日を経過した日。以下「目標達成期限」という。）ま

でに、削減期間の年度ごとに基準排出量に目標削減率（別表第４備考の規定により目標削減率が減少

した年度については、その減少後の値）を乗じて得た量を、当該削減期間において合計した量（以下

「排出削減目標量」という。）以上とする方法とする。 

２ （略） 

（３） 規模判定エネルギー使用量が1,500キロリットル以上の県外の事業所のうち、知事が別に定

める事業所における目標設定ガス排出量の削減量として知事が別に定める方法により算定す

る量について知事が認め、発行する量（以下「県外削減量」という。） 
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２ 本ガイドラインの位置付けと構成 

（１）本ガイドラインの位置付け 

 本ガイドラインは、①新規事業所が基準排出量の算定を行う際、実績排出量に基づく

方法で算定した量を基準排出量として選択する場合、②変更事業所が基準排出量変更の

算定を行う際、状況の変更があった部分等の実測使用量に基づき算定される年度排出量

により変更後の基準排出量を算定する場合及び③県外事業所が県外基準排出量を算定す

る場合の「地球温暖化対策の推進の程度が別に定める基準」を運用管理基準（以下｢本基

準｣という。）として定め、その適合要件及び手続等について示すものである。 

 

（２）本ガイドラインの構成 

本ガイドラインは第１章から第５章で構成され、それぞれ次に示す内容を記載してい

る。 

 

第１章 本ガイドラインについて 

・本ガイドラインの目的と制度上の位置付けについて示している。 

 

第２章 運用管理基準の対象事業所等 

・本基準の対象となる事業所と本基準を適用する排出量算定年度及び施設の範囲に

ついて示している。 

 

第３章 運用管理基準 

・本基準の基本的考え方と具体的項目や適合要件について示している。 

 

第４章 運用管理報告書の作成と報告手続 

・本基準にかかわる報告書の作成方法や報告手続について示している。 

 

第５章 運用管理項目の解説 

・本基準の項目、条件等についての詳細な解説と推奨する取組について示している。 

 

別記様式 

・本基準の手続にかかわる様式を示している。 
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３ 用語の定義 

本ガイドラインにおいて、用語の定義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

 

大規模事業所 

指針第３第１項に規定する、原油換算で1,500キロリットル以上の規模判定エネ

ルギーを平成20年度以降の３か年度（年度の途中から当該事業所の使用が開始さ

れた場合にあっては、当該年度を除く３か年度）連続して使用する大規模な事業

所をいう。 

 

大規模事業者 

大規模事業所を県内に設置している者 

 

目標設定ガス 

化石燃料、熱又は電気の使用に伴って排出される二酸化炭素（エネルギー起源

CO2）をいう。 

 

トップレベル事業所等 

指針別表第４備考４に規定する「地球温暖化対策の推進の程度が特に優れた事

業所」及び同表備考５に規定する「地球温暖化対策の推進の程度が極めて優れた

事業所」をいう。 

 

トップレベル事業所等の申請 

指針別表第４備考４及び５に規定する、優良大規模事業所認定申請書による申

請をいう。 

 

新規事業所 

指針別表第３第１の２又は３に規定する事業所をいう。 

 

変更事業所 

指針別表第３第１備考３の規定により、用途、規模等の状況の変更があって基

準排出量の変更をする大規模事業所をいう。 

 

県外事業所 

県外クレジット算定ガイドラインに規定する県外クレジットを算定・申請する

指針別表第５ ２（３）に規定する県外の事業所等をいう。 
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基準排出量 

指針第３第１項に規定する大規模事業所において目標設定ガス年度排出量との

増減を比較する基準となる量をいう。 

 

県外基準排出量 

県外クレジット算定ガイドラインに規定する県外クレジットを算定するための

基準排出量をいう。 

  

基準排出量の変更 

指針別表第３第１備考３の規定により、用途、規模等の状況の変更があったと

きに、大規模事業者が行う基準排出量の変更をいう。 

 

実績排出量 

新規事業所及び県外事業所の基準排出量及び県外基準排出量の算定に使用する

年度の目標設定ガス年度排出量をいう。 

 

排出標準原単位 

指針別表第３第１の２の右欄（２）イに規定する、事業所の用途、規模等につ

いて当該大規模事業所と同じ特性を有する事業所の標準的な排出活動指標の値１

単位当たりの目標設定ガス年度排出量として知事が別に定める値をいう。 

 

実測使用量 

変更事業所において当該状況変更のあった全ての部分又は一部の部分において

実測した燃料等の使用量をいう。 
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１ 適用対象事業所 

本基準の適用対象となる事業所を次に示す。 

 

（１）新規事業所の場合 

基準排出量の算定を行う際、指針別表第３第１の２の右欄又は３の右欄に規定する

実績排出量に基づく方法で算定した量を基準排出量として選択する新規事業所を対象

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）変更事業所の場合 

基準排出量変更の算定を行う際、指針別表第３第１備考４（３）又は（４）に規定

する状況変更のあった部分又はその一部における実測使用量に基づき算定し、又は推

計した状況変更部分の年度排出量により変更後の基準排出量を算定する変更事業所及

び県外基準排出量を変更する県外事業所を対象とする。ただし、状況の変更が床面積

の減少、設備の減少又は熱供給事業所における熱の種類ごとの熱供給先床面積の減少

の場合の変更事業所は対象外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）県外事業所の場合 

県外クレジットを算定するため、県外基準排出量を算定する県外事業所を対象とす

る。 

 

 

 

第２章 運用管理基準の対象事業所等 

＜参考＞ 新規事業所における基準排出量算定について 

・ 基準排出量の選択に当たっては、排出標準原単位に基づく基準排出量と実績排出量に

基づく基準排出量を比較して決定することが望ましい。 

・ 排出標準原単位による基準排出量の算定方法を選択する場合は、本基準への適合及び

本基準に係る手続は不要である。 

＜参考＞ 変更事業所における基準排出量変更算定について 

・ 基準排出量の変更に当たっては、①過去の年度排出量に基づく方法、②標準排出原単

位に基づく方法、③状況の変更のあった部分の実測使用量に基づく方法、④状況の変更

のあった部分の一部における実測使用量に基づく方法の４つの方法それぞれの変更後の

基準排出量を比較して決定することが望ましい。 

・ ①及び②の方法の場合、本基準への適合及び本基準に係る手続きは不要である。 
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２ 適用対象年度等 

 

運用管理基準の適用対象年度は、原則として（１）～（３）のとおりである。また、

表－１に新規事業所、表－２に変更事業所、表－３に県外事業所の適用対象年度等の例

を示す。 

 

（１）新規事業所における適用対象年度 

基準排出量算定に使用する年度（標準的でないと知事が認める年度は除く）で直近

の１年度を適用対象年度とする。 

 

（２）変更事業所における適用対象期間 

指針別表第４備考３（３）又は（４）の規定により状況の変更のあった部分の燃料

等の使用量を実測した期間のうち基準排出量の変更の算定に使用する期間を対象とす

る。 

 

（３）県外事業所における適用対象年度 

県外クレジット算定ガイドラインに規定する県外基準排出量算定に使用する年度

を対象とする。 
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表－１　新規事業所の適用対象年度例

事業所ケース 年度
R2
2020

R3
2021

R4
2022

R5
2023

R6
2024

R7
2025

R8
2026

R9
2027

R10
2028

R11
2029

ステータス 稼働 稼働 稼働 稼働 稼働 稼働 稼働 大規模 大規模 大規模

規模判定エネルギー使用量 1,450kL 1,450kL 1,450kL 1,450kL 1,510kL 1,700kL 1,700kL 1,700kL 1,700kL 1,700kL

削減計画期間

基準排出量の算定対象期間 ○ ○ 〇 〇

地球温暖化対策計画作成報告書の提出 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

地球温暖化対策実施状況報告書の提出 ◇ ◇ ◇ ◇

適用対象年度 ◎

運用管理報告書の提出 ★

ステータス 操業開始 稼働 稼働 稼働 大規模 大規模

規模判定エネルギー使用量 1,510kL 1,700kL 1,700kL 1,700kL 1,700kL 1,700kL

削減計画期間

基準排出量の算定対象期間 ○ 〇 〇 〇

地球温暖化対策計画作成報告書の提出 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

地球温暖化対策実施状況報告書の提出 ◇ ◇ ◇ ◇

適用対象年度 ◎

運用管理報告書の提出 ★

新規事業所②

令和６年度途中に使用が
開始され、その年度が

1,500kL

○：新規事業所が基準排出量の算定に使用することができる実績排出量の年度

◆：「地球温暖化対策計画報告書」は、特定事業者に該当した年度の７月３１日までに提出しなければならない。

◇：「地球温暖化対策実施状況報告書」は、地球温暖化対策計画報告書を提出した年度の翌年度の７月３１日までに提出しなければならない。

◎：新規事業所が基準排出量の算定に使用することができる実績排出量の年度のうち運用管理基準が適用対象となる年度（基準排出量の算定に使用しない年度は除く。）

削減計画期間 第３削減計画期間 第４削減計画期間

★：「運用管理報告書」は基準排出量決定協議書と同時に提出しなければならない。

新規事業所①

1,500kL以上となったのが
令和６年度

表－２　変更事業所の適用対象年度例

R９
2027

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ステータス 大規模

規模判定エネルギー使用量 1,800kL

削減計画期間

状況変更があった日が属する月 ●

状況変更があった部分等の実測使用量の実測期間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

基準排出量変更協議書 △

地球温暖化対策計画作成報告書 ◆ ◆ ◆（7月）

適用対象期間 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

R８
2026

変更事業所①

大規模 大規模

1,900kL 1,850kL

削減計画期間 第４削減計画期間

事業所ケース 年度

R7
2025

●：状況の変更のあった年月

○：状況の変更のあった部分等の燃料等の使用量を実測した期間

△：「基準排出量変更協議書」の提出期日（変更のあった年度の翌年度の７月３１日まで。やむを得ないと認められる場合は、翌々年度の７月３１日まで）

◆：「地球温暖化対策計画」の提出期日（特定事業者に該当した年度の翌年度の７月３１日まで）

◎：状況の変更があった部分等の実測使用量を実測した期間のうち運用管理基準が適用対象となる期間（基準排出量の算定に使用しない期間は除く。）

（変更後の基準排出量）

表－３　県外事業所の適用対象年度例

事業所ケース 年度
R２
2020

R３
2021

R４
2022

R５
2023

R６
2024

R７
2025

R８
2026

R９
2027

R10
2028

R11
2029

規模判定エネルギー使用量 1,510kL 1,700kL 1,700kL 1,700kL 1,700kL 1,700kL 1,700kL

削減量算定期間

県外基準排出量の算定対象期間 ○ ○ ○ ○ ▲

適用対象年度 ◎ ◎ ◎ ◎

運用管理報告書の提出 ★

規模判定エネルギー使用量 1,450kL 1,450kL 1,450kL 1,450kL 1,510kL 1,510kL 1,700kL 1,700kL 1,700kL 1,700kL

削減量算定期間

県外基準排出量の算定対象期間 ○ ○ ○ ○ ▲

適用対象年度 ◎ ◎ ◎ ◎

運用管理報告書の提出 ★

★：適用対象年度の「運用管理報告書」を作成・保管し、県外クレジット算定ガイドラインの規定による申請時に提出する。

○：県外事業所が県外基準排出量の算定に使用することができる実績排出量の年度

▲：県外クレジット算定ガイドラインの規定による申請年度

◎：県外事業所が県外基準排出量の算定に使用することができる実績排出量の年度のうち運用管理基準が適用対象となる年度（県外基準排出量の算定に使用しない年度は
除く。）

削減計画期間 第３削減計画期間 第４削減計画期間

県外事業所①

令和５年度途中に使用開
始され、その年度が

1,500kL以上

県外事業所②

1,500kL以上になったのが
令和６年度
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３ 適用対象範囲 

本基準の適用対象となる事業所の範囲を次に示す。 

 

（１）新規事業所における適用対象範囲 

指針別表第３第１の２の右欄（２）ア（同表第１の３において準用する場合を含む。）

に規定する基準排出量算定における事業所範囲を対象とする（「地球温暖化対策計画

制度及び目標設定型排出量取引制度におけるエネルギー使用量及びエネルギー起源

CO2排出量算定ガイドライン」第２部第２章参照。）。 

 

（２）変更事業所における適用対象範囲 

指針別表第３第１備考４（３）又は（４）に規定する状況の変更のあった部分また

はその一部の燃料等の使用量を実測した事業所範囲を対象とする。 

 

（３）県外事業所における適用対象範囲 

県外クレジット算定ガイドラインに規定する県外基準排出量算定における事業所

範囲を対象とする。 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ １２ － 

 

 

 

１ 基本的考え方 

本基準は、意図的にエネルギーを浪費するような施設や設備の運用管理により、基準

排出量算定に使用する目標設定ガス年度排出量を増加させるのを防止するのが目的であ

る。よって本基準は、施設や設備の性能についてではなく、意図的なエネルギーの浪費

を防止する設備の運用管理にかかわる項目（以下「運用管理項目」という。）とその運

用管理項目ごとに適切に取り組んでいると認められる条件（以下「運用管理条件」とい

う。）を第一区分事業所（オフィスビル等）と第二区分事業所（区分Ⅰ以外の事業所で

工場等）に分けて規定している（第一区分事業所の中でオフィスビル等と地域冷暖房施

設を区分Ⅰ-１、指定時点においてオフィスビル等で地域冷暖房などから供給されるエ

ネルギーの割合が20％以上となる事業所を区分Ⅰ-２としている。）。 

また、運用管理項目は、事業者が設備の運用管理状況を把握することで、削減計画期

間における排出量の削減に向けた準備が整うような事項としている。 

適用される運用管理項目と運用管理条件については、目標削減率の区分が第一区分事

業所であるか第二区分事業所であるかで異なるが、新規事業所については目標削減率の

区分が決定していないため、「大規模事業所における事業所の区分の決定要綱」により

目標削減率の区分を自己判断し、その目標削減率に合った運用管理項目と運用管理条件

で運用管理基準の適合の判断を行う。同様に、県外事業所においても目標削減率の区分

が存在しないため、「大規模事業所における事業所の区分の決定要綱」により、事業所

の種類が第一区分事業所と第二区分事業所のいずれに類似するかを自己判断し、その目

標削減率の区分に合った運用管理項目と運用管理条件で運用管理基準の適合の判断を行

う。 

 

  

第３章 運用管理基準 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 
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２ 運用管理項目と運用管理条件 

運用管理項目と運用管理条件を表－４及び表－５に示す。運用管理項目と運用管理条

件の詳細は第５章の運用管理項目の解説を参照する。 

 

表－４ 運用管理項目及び運用管理条件（第一区分事業所） 

運用管理項目 運用管理条件 

熱
源
・
熱
搬
送
設
備 

１ 熱源機器不要時の運

転の防止 

熱源機器の起動時刻と供給先のうち最も早く起動する空調機器

等の起動時刻との差を１時間以内とし、かつ、供給先のうち最も

遅く停止する空調機器等の停止時刻以前に熱源機器を停止する

こと。 

２ 空調用ポンプ不要時

の運転の防止 

空調用ポンプの起動時刻と供給先のうち最も早く起動する空調

機器等の起動時刻との差を１時間以内とし、かつ、供給先のうち

最も遅く停止する空調機器等の停止時刻以前に空調用ポンプを

停止すること。 

３ 熱源機器の過剰な台

数による運転の防止 

同一系統における熱源機器の運転台数を、季節別（夏季、冬季及

び中間期）及び平日・休日別の熱負荷の状況に応じて調整するこ

と。 

４ 空調用ポンプの過剰

な台数による運転の

防止 

同一系統における空調用ポンプの運転台数を、季節別（夏季、冬

季及び中間期）及び平日・休日別の熱負荷の状況に応じて調整す

ること。 

５ 燃焼機器の過大空気

比の防止 

燃焼機器の空気比を、省エネ法の判断基準（エネルギーの使用の 

合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和 54 

年法律第 49 号）第５条第１項に規定する工場においてエネル

ギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項をい

う。以下同じ。）等における基準空気比以下に調整すること。 

空
調
・
換
気
設
備 

６ 空調機器不要時の運

転の防止 

空調機器の起動時刻と室使用開始時刻との差を１時間以内とし、

かつ、室使用終了時刻以前に空調機器を停止すること。 

７ 過度な室内温度設定

の防止 

空調している室の室内温度の設定値又は実際の室内温度を、冷房

時２６℃以上、暖房時２２℃以下とすること。 

８ 過剰な外気取入の防

止 

空調機の外気取入量を、設計外気量を目安（設計外気量＋２０％

以内）として調整すること。 

９ 駐車場換気ファン不

要時の運転の防止 

駐車場使用時間に合わせて駐車場換気ファンの起動及び停止を

実施すること。 

照
明
・
電
気

設
備 

１０ 照明不要時の点灯の

防止 

室使用時間に合わせた照明の点灯及び消灯を実施すること。 
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表－５ 運用管理項目及び運用管理条件（第二区分事業所） 

運用管理項目 運用管理条件 

蒸
気
・
冷
温
水
・
冷
却
水
製
造
設
備 

１ 熱源機器不要時の運

転の防止 

熱源機器の起動時刻と供給先のうち最も早く操業開始する施設

等の操業開始時刻との差を１時間以内とし、かつ、供給先のうち

最も遅く操業停止する施設等の操業停止時刻以前に熱源機器を

停止すること。 

２ 熱源機器の過剰な台

数による運転の防止 

同一系統における熱源機器の運転台数を、供給先施設等の操業状

況による熱負荷の状況に応じて調整すること。 

３ ボイラー及び直焚吸

収冷温水発生機の過

大空気比の防止 

ボイラー及び直焚吸収冷温水発生機の空気比を、省エネ法の判断

基準における基準空気比以下に調整すること。 

圧
縮
空
気
製
造

設
備 

４ エアーコンプレッサ

ー不要時の運転の防

止 

エアーコンプレッサーの起動時刻と供給先のうち最も早く操業

開始する施設等の操業開始時刻との差を１時間以内とし、供給先

のうち最も遅く操業停止する施設等の操業停止時刻以前にエア

ーコンプレッサーを停止すること。 

空
調
・
換
気
設
備 

５ 空調機器不要時の運

転の防止 

空調機器の起動時刻と室使用開始時刻との差を１時間以内とし、

かつ、室使用終了時刻以前に空調機器を停止すること。 

６ 過度な室内温度設定

の防止 

空調している室の室内温度の設定値又は実際の室内温度を、冷房

時２６℃以上、暖房時２２℃以下とすること。 

７ 換気ファン不要時の

運転の防止 

建物操業時間に合わせて換気ファンの起動及び停止を実施する

こと。 

照
明
・
電
気

設
備 

８ 照明不要時の点灯の

防止 

室使用時間に合わせた照明の点灯及び消灯を実施すること。 

工

業

炉

設
備 

９ 工業炉の過大空気比

の防止 

工業炉の空気比を、省エネ法の判断基準における基準空気比以下

に調整すること。 

 

各運用管理項目において運用管理条件を満たしていない部分がある場合であっても、

当該全ての部分について「第５章 運用管理項目の解説」の各項目において「いずれか

の実施できない理由」が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当す

るものとする。 
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（１）運用管理項目の分類 

運用管理項目は、第一区分事業所においては熱源・熱搬送設備、空調・換気設備、照

明・電気設備に分類している。第二区分事業所においては、蒸気・冷温水・冷却水製造

設備、圧縮空気製造設備、空調・換気設備、照明・電気設備、工業炉設備に分類してい

る。 

運用管理項目は、それぞれの分類において設備の運転時間、設備の運転台数及び設定

等にかかわる項目を規定している。 

 

（２）運用管理条件について 

運用管理条件は、各運用管理項目について適切に取り組んでいると認められる条件を

規定するものである。各項目において運用管理条件に適合しているか判断する基準につ

いては、第５章の運用管理項目の解説を参照のこと。 

 

（３）運用管理項目等の見直し 

運用管理項目と運用管理条件は、地球温暖化対策にかかわる省エネルギー技術の進展

に合わせて見直しを行うものとする。 

 

 

３ 基準適合要件 

次の適合要件を満足しているとき本基準に適合とする。 

＜適合要件＞ 

全ての適用対象年度又は適用対象期間において、運用管理基準の全ての運用管理

項目（該当する設備がないものを除く。）における運用管理条件を満足しているこ

と。 
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１ 運用管理報告書の概要 

新規事業所、変更事業所及び県外事業所は、運用管理項目において運用管理条件を満

たしているかについて自らによるチェックを行い、自己チェック内容を「運用管理報告

書」として別記様式にて作成報告する。 

運用管理基準適用対象年度（変更事業所では状況の変更があった年度）の翌年度にト

ップレベル事業所等の申請を行う場合又は対象年度以前にトップレベル事業所に認定さ

れた事業所が毎年度の適合状況報告書を提出している場合は、運用管理報告書の提出は

不要とし、運用管理報告免除申請書（第２号様式）を提出する。運用管理報告書の様式

は新規事業所、変更事業所、県外事業所とも共通のものを使用する。概要を次に示す。 

 

第１号様式その１ 

第一区分事業所及び第二区分事業所に共通の基本情報入力様式 

第１号様式その２ 

第一区分事業所用の自己チェックにおける実施状況入力様式 

第１号様式その３ 

第二区分事業所用の自己チェックにおける実施状況入力様式 

 

２ 運用管理報告書の作成・報告 

（１）新規事業所の作成・報告手続 

適用対象年度の運用管理報告書を「３ 運用管理報告書の作成・報告等のフロー」に

従い作成し、基準排出量決定協議書の提出と同時に埼玉県に１部提出する。 

 

（２）変更事業所の作成・報告手続 

適用対象期間の運用管理報告書を「３ 運用管理報告書の作成・報告等のフロー」に

従い作成し、基準排出量変更協議書の提出と同時に埼玉県に１部提出する。 

 

（３）県外事業所の作成・報告手続 

適用対象年度の運用管理報告書を「３ 運用管理報告書の作成・報告等のフロー」に

従い作成し、県外クレジット算定方法等申請書の提出と同時に埼玉県に１部ずつ提出す

る。 

  

第４章 運用管理報告書の作成と報告手続 
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３ 運用管理報告書関連の作成・報告等のフロー 

 

（１）新規事業所のフロー 

運用管理報告書に関する手続等について、図－１、図－２及び次々ページ以降に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 新規事業所の手続フロー例 
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図－２ 新規事業所（トップレベル事業所等の申請を 

基準排出量の決定年度に行う場合）の手続フロー例  
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ステップ－１ 

（準備期間：適用対象年度の前年度末まで） 

・運用管理項目にかかわる設備機器等の運転マニュアル、管理標準等を運転管理条

件に適合するように設定する。 

・運転マニュアル、管理標準等は中央監視設備等により設定することも可能である。 

・既に設定している場合は、運用管理条件に適合しているかを確認する。 

・運用管理条件に適合できない場合は、その理由を確認し、理由の根拠等を記録保

管しておく。 

・設備機器等の設定は、適用対象年度の前年度３月末日までに行うものとする。 

 

ステップ－２ 

（運用管理期間：適用対象年度） 

・設定した運転マニュアル、管理標準等に従い設備の運用管理を行う。 

・設備の運用管理に変更がある場合は、適宜、運転マニュアル、管理標準等を修正

する。修正した運転マニュアル、管理標準等は保管しておく。 

 

ステップ－３ 

（報告書作成期間：報告年度の温対計画書提出の前まで） 

＜第１号様式その１の記入要領＞ 

・運用管理報告書の第１号様式その１の１．基本情報を記入する。 

・事業所番号を記入する。 

・報告対象欄に「新規事業所」と記入する。 

・区分欄については目標削減率の区分を自己判断し、その区分を「Ⅰ－１」、「Ⅰ

－２」、「Ⅱ」の中から選択する。 

・報告の対象年度を記入する。 

 

＜第１号様式その２及びその３の記入要領＞ 

・第一区分事業所においては第１号様式その２を使用する。 

・第二区分事業所においては第１号様式その３を使用する。 

・第５章の運用管理項目の解説を参照しながら、運用管理実施状況を自己チェッ

ク項目欄に掲げるものから選択し「✓」の印を記入する。運用管理条件を満た

していること又は該当設備がないことを証明できる根拠書類を、根拠書類欄に

掲げるものから選択し「✓」の印を記入する。実施できない設備や室がある場

合については、その理由を、第５章の運用管理項目解説シートの運用管理報告

書の実施状況欄の記入方法に掲げるものに分類し、実施できない理由欄の該当

する記号を選択し「✓」の印を記入する。 

・自己チェック結果を踏まえて、実施状況について適合／不備あり／該当設備な

しのいずれかに「✓」の印を記入する。不備ありの項目が一つでもある場合は、

基準適合要件を満たさないので、適合となるような運用管理の実施及び根拠書

類の整備をあらかじめ行う必要がある。 
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ステップ－４  

（報告書提出期間：報告年度の温対計画書提出の前まで） 

＜提出時期＞ 

・運用管理報告書又は運用管理報告免除申請書は、大規模事業所に該当した年度

に基準排出量決定協議書と同時に提出する。 

＜提出部数＞ 

・運用管理報告書又は運用管理報告免除申請書（１部） 

・根拠書類等（１式） 
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（２）変更事業所のフロー 

 

運用管理報告書に関する手続等について、図－３及び次ページ以降に示す。 

 

図－３ 変更事業所の手続フロー例 
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ステップ－１ 

（準備期間：本基準適用対象となる実測期間の前月末まで） 

・状況の変更のあった部分において、運用管理項目にかかわる設備機器等の運転

マニュアル、管理標準等を運転管理条件に適合するように設定する。 

・運転マニュアル、管理標準等は中央監視設備等により設定することも可能であ

る。 

・既に設定している場合は、運用管理条件に適合しているかを確認する。 

・運用管理条件に適合できない場合は、その理由を確認し、理由の根拠等を記録

保管しておく。 

・運用管理項目の解説にある根拠書類は、基準排出量変更算定に使用する実測し

た期間分を保管しておく。 

・設備機器等の設定は、本基準適用対象となる実測期間の前月末までに行う。 

 

ステップ－２ 

（運用管理期間：適用対象実測期間） 

・設定した運転マニュアル、管理標準等に従い設備の運用管理を行う。 

・設備の運用管理に変更がある場合は、適宜、運転マニュアル、管理標準等を修

正する。修正した運転マニュアル、管理標準等は保管しておく 

・状況の変更があった部分等において燃料使用量等の実測を行う。 

 

ステップ－３ 

（報告書作成期間：基準排出量変更協議を行う年度の温対計画書提出の前まで） 

＜第１号様式その１の記入要領＞ 

・運用管理報告書の第１号様式その１における１．基本情報を記入する。 

・事業所番号を記入する。 

・報告対象欄に「変更事業所」と記入する。 

・区分欄については目標削減率の区分を自己判断し、その区分を「Ⅰ－１」、「Ⅰ

－２」、「Ⅱ」の中から選択する。 

・報告の対象期間を記入する。 

＜第１号様式その２及びその３の記入要領＞ 

・第一区分事業所においては第１号様式その２を使用する。 

・第二区分事業所においては第１号様式その３を使用する。 

・第５章の運用管理項目の解説を参照しながら、運用管理実施状況を自己チェッ

ク項目欄に掲げるものから選択し「✓」の印を記入する。運用管理条件を満た

していること又は該当設備がないことを証明できる根拠書類を、根拠書類欄に

掲げるものから選択し「✓」の印を記入する。実施できない設備や室がある場

合については、その理由を、実施できない理由欄に掲げるものから選択し「✓」

の印を記入する。 

・自己チェック結果を踏まえて、実施状況について適合／不備あり／該当設備な

しのいずれかに「✓」の印を記入する。実施なしの項目が一つでもある場合は、
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基準適合要件を満たさないので、適合となるような運用管理の実施及び根拠書

類の整備をあらかじめ行う必要がある。 

 

ステップ－４ 

（報告書提出期間：報告年度の温対計画書提出の前まで） 

＜提出時期＞ 

・基準排出量変更協議書と同時（温対計画書提出の前まで）に埼玉県に提出する。

ただし、変更量の算定に温対計画書提出以降の実測値を用いる場合には、この

限りではない。 

＜提出部数＞ 

・運用管理報告書又は運用管理報告免除申請書（１部） 

・根拠書類等（１式） 
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（３）県外事業所のフロー 

 

運用管理報告書に関する手続等について、図－４及び次ページ以降に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図－４ 県外事業所の手続フロー例 

（県外クレジットの算定開始年度が平成２４年度以降の事業所の場合）  
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ステップ－１ 

（準備期間：適用対象年度の前年度末まで） 

・運用管理項目にかかわる設備機器等の運転マニュアル、管理標準等を運転管理条

件に適合するように設定する。 

・運転マニュアル、管理標準等は中央監視設備等により設定することも可能である。 

・既に設定している場合は、運用管理条件に適合しているかを確認する。 

・運用管理条件に適合できない場合は、その理由を確認し、理由の根拠等を記録保

管しておく。 

・運用管理項目の解説にある根拠書類は県外基準排出量の算定に使用する予定の各

年度分を保管しておく。 

・設備機器等の設定は、適用対象年度のうち県外基準排出量の算定に使用する予定

年度の前年度３月末日までに行うものとする。 

 

ステップ－２ 

（運用管理期間：適用対象年度） 

・設定した運転マニュアル、管理標準等に従い設備の運用管理を行う。 

・設備の運用管理に変更がある場合は、適宜、運転マニュアル、管理標準等を修正

する。修正した運転マニュアル、管理標準等は保管しておく。 

 

ステップ－３ 

（報告書作成期間：適用対象年度終了後） 

＜第１号様式その１の記入要領＞ 

・運用管理報告書の第１号様式その１の１．基本情報を記入する。 

・大規模事業所の事業所番号欄は空白のままとする。 

・報告対象欄に「県外事業所」と記入する。 

・区分欄は空白のままとする。 

・報告の対象年度を記入する。 

＜第１号様式その２及びその３の記入要領＞ 

・県外事業所には目標削減率の区分が存在しないため、「大規模事業所における

事業所の区分の決定要綱」により、事業所の種類が第一区分事業所と第二区分

事業所のいずれに類似するかを自己判断し、第一区分は第１号様式その２を、

第二区分は第１号様式その３を使用する。 

・第５章の運用管理項目の解説を参照しながら、運用管理実施状況を自己チェッ

ク項目欄に掲げるものから選択し「✓」の印を記入する。運用管理条件を満た

していること又は該当設備がないことを証明できる根拠書類を、根拠書類欄に

掲げるものから選択し「✓」の印を記入する。実施できない設備や室がある場

合については、その理由を、実施できない理由欄に掲げるものから選択し「✓」

の印を記入する。 

・自己チェック結果を踏まえて、実施状況について適合／不備あり／該当設備な

しのいずれかに「✓」の印を記入する。実施なしの項目が一つでもある場合は、
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基準適合要件を満たさないので、適合となるような運用管理の実施及び根拠書

類の整備をあらかじめ行う必要がある。 

 

ステップ－４ 

（県外クレジット算定方法等申請期間：県外クレジット算定方法等申請年度の９月末

日まで） 

＜提出時期＞ 

・県外クレジット算定方法等申請の年度に県外クレジット算定方法等申請書と同

時に運用管理基準の適用対象年度の「運用管理報告書」を提出する。 

＜提出部数＞ 

・運用管理報告書（１部） 

・根拠書類等（１式） 
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１ 運用管理項目の解説の概要 

各運用管理項目の内容、適合条件等の解説を「運用管理項目解説シート」としてまと

めている。また、運用管理項目にかかわる留意事項を「運用管理項目留意事項シート」

に示している。 

「運用管理項目解説シート」の構成を次に示す。なお、各シートは第一区分事業所用

と第二区分事業所用に分かれている。 

 

① 運用管理項目 

運用管理項目の内容を示す。 

 

② 運用管理条件 

運用管理条件の内容を示す。 

 

③ 運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

各運用管理項目の運用管理実施状況について、「実施あり」又は「該当設備なし」

の記入の判断基準を示す。 

 

④ 運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

運用管理報告書の実施状況欄の記入状況の根拠書類として、県による確認時に必

要なものを示す。 

 

⑤ 推奨する取組 

各項目の運用管理条件とは別に、削減計画期間における地球温暖化対策の参考メ

ニューとして、推奨する取組例を示す。 

 

２ 運用管理項目解説シートと運用管理項目留意事項シート 

「運用管理項目解説シート」及び「運用管理項目留意事項シート」を次に示す。 

 

 なお、以下に記載する省エネ法とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネル

ギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号）の略称であり、ビル管法とは、建

築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）の略称であ

る。 

  

第５章 運用管理項目の解説 
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運用管理項目解説シート 区分Ⅰ 熱源・熱搬送設備 運転時間に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

１ 
熱源機器不要時の運転の防止 

熱源機器を夜間や休業日等の非営業時間帯に停止し、空調機器運転時間に応じて運転すること。 

運用管理条件 

次のいずれも満足すること。 

（１） 熱源機器の起動時刻と供給先のうち最も早く起動する空調機器等の起動時刻との差が１時間以内

であること。 

（２） 供給先のうち最も遅く停止する空調機器等の停止時刻以前に熱源機器を停止すること。 

 

※ ここでいう熱源機器とは、熱源機（冷凍機、冷温水発生機、ボイラー等）及び熱源補機（１次ポン

プ、冷却水ポンプ、冷却塔、蓄熱槽放熱ポンプ等）を対象とし、水熱源パッケージ等の熱源水の冷却・

加熱に用いるボイラー、冷却塔等はこれに含まないものとする。 

※ ここでいう空調機器等とは、空調機、ファンコイルユニット及び放射冷暖房パネル等を対象とし、

パッケージ形空調機（水熱源パッケージ形空調機を含む。）はこれに含まないものとする。 

※ 熱供給事業所の場合は、運用管理条件文中の「空調機器等」を「熱供給先事業所」に読み替えるも

のとする。 

※ 他人からの熱供給を受けている場合は、受入の熱交換器の２次側の１番目のポンプを１次ポンプと

する。 

※ ここでいう停止とは、電源停止を対象とし、スタンバイ状態はこれに含まないものとする。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての熱源機器が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、

「実施あり」を選択する（自動制御システム（熱源最適起動停止制御等）が導入されている熱源機

器で、それが根拠書類により確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するもの

として、「実施あり」を選択できる。）。 

（２） 運用管理条件を満たしていない熱源機器がある場合で、当該熱源機器全てについて、次のいずれ

かの実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとし

て、「実施あり」を選択できる。 

（ア） 保有水量が多い、休日明けの立ち上がり等の機器性能上又はシステム性能上の理由で、熱源

機器の起動時刻と空調機器の起動時刻との差が１時間を超えてしまう。 

（イ） 夜間蓄熱等の省エネ性能上の理由で、空調機器停止より熱源機器の停止が遅れてしまう。 

（ウ） ２４時間稼動事業所、熱供給事業所等でサービス性能上の理由で、送水温度を常時保たなけ

ればならないため、熱源機器が停止できない。 

（他） その他、（ア）（イ）（ウ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） 熱源機器がない場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該当設備なし」を選択する。 
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運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

下記のうちいずれかの根拠書類 

（１） 熱源機器及び空調機器の運転時間がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 熱源機器及び空調機器の運転時間がわかる中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 

（３） 空調機器の起動停止時刻を参照して熱源機器の起動停止時刻を最適に制御するシステム（熱源最

適起動停止制御等）の有無がわかるもの（しゅん工図等の計装図、動作説明書、中央監視装置にお

ける制御の設定画面の出力等） 

（４） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない熱源機器については、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれを

代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 

※ 熱源機と熱源補機が連動している場合は、熱源機のみの実施状況がわかればよい。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（５） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等の機器表、配管系統図等） 

 

推奨する取組 

（１） 季節を問わず年間を通して同じ時間帯に熱源機器の運転を開始している場合は、中間期等では設

定された冷水・温水の温度になる時刻が早くなる。この場合に、空調機の運転開始時刻に合わせて

熱源機器の運転時刻を遅くすることで、熱源機器の運転時間が短くなるため、熱源エネルギーの低

減が可能となりCO2削減につながる。熱源機器によっては、起動時間に差があるため、メーカーに

確認した上で設定する必要がある。 

（２） 空調停止時刻前に熱源機器を停止し、ポンプ運転のみで空調することで、熱源エネルギーの低減

が可能となり、CO2削減につながる。室内環境に問題がないことを十分確認し、関係者と十分協議

した上で実施する必要がある。 

（３） 熱源機器が不要な期間又は夜間に電源供給停止を行うことで、無駄なエネルギーの低減が可能と

なりCO2削減につながる。夏季の除湿再熱が不要な施設又は夜間に空調機等を停止している施設は、

電源供給停止が可能である。 
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区分Ⅰ 熱源・熱搬送設備 運転時間に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

２ 

空調用ポンプ不要時の運転の防止 

空調用ポンプを夜間や休業日等の非営業時間帯に停止し、空調機器運転時間に応じて運転する

こと。 

運用管理条件 

次のいずれも満足すること。 

（１） 空調用ポンプの起動時刻と供給先のうち最も早く起動する空調機器等の起動時刻との差が１時間

以内であること。 

（２） 供給先のうち最も遅く停止する空調機器等の停止時刻以前に空調用ポンプを停止すること。 

 

※ ここでいう空調用ポンプとは、２次ポンプのうち、熱源群又は地域冷暖房受入施設から空調機器等

の２次側機器に熱を搬送するための冷水ポンプ、温水ポンプ及び冷温水ポンプを対象とし、同一系統

において２次ポンプ以降にこれらのポンプがある場合も含めるものとする。熱供給事業所の場合は、

熱源補機及び熱交換器回り以外のポンプで、主に熱供給事業所から需要家に熱を搬送するためのポン

プを対象とする。 

※ ここでいう空調機器等とは、空調機、ファンコイルユニット及び放射冷暖房パネル等を対象とし、

パッケージ形空調機（水熱源パッケージ形空調機を含む。）はこれに含まないものとする。 

※ 熱供給事業所の場合は、運用管理条件文中の「空調機器等」を「熱供給先事業所」に読み替えるも

のとする。 

※ ここでいう停止とは、電源停止を対象とし、スタンバイ状態はこれに含まないものとする。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての空調用ポンプが運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できると

きは、「実施あり」を選択する。 

（２） 運用管理条件を満たしていない空調用ポンプがある場合で、当該空調用ポンプ全てについて、次

のいずれかの実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当する

ものとして、「実施あり」を選択できる。 

（ア） 保有水量が多い、休日明けの立ち上がり等の機器性能上又はシステム性能上の理由で、空調

用ポンプの起動時刻と空調機器の起動時刻との差が1時間を超えてしまう。 

（イ） 凍結防止制御等の理由で、空調用ポンプの起動時刻と空調機器の起動時刻との差が１時間を

超えてしまう。 

（ウ） ２４時間稼動事業所、熱供給事業所等でサービス性能上の理由で、送水温度を常時保たなけ

ればならないため、空調用ポンプが停止できない。 

（他） その他、（ア）（イ）（ウ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） 空調用ポンプがない場合で、それが書類で確認できるときは、「該当設備なし」を選択する。 

 

 

 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ３１ － 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

下記のうちいずれかのもの 

（１） 空調用ポンプ及び空調機器の運転時間がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 空調用ポンプ及び空調機器の運転時間がわかる中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 

（３） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない空調用ポンプについては、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれを

代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（４） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等の機器表、配管系統図等） 

 

推奨する取組 

（１） 空調用ポンプが不要な期間又は夜間に電源供給停止を行うことで、無駄なエネルギーの低減が可

能となりCO2削減につながる。中間期等の空調不要時又は夜間に空調機等を停止している施設は、

電源供給停止が可能である。 

 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ３２ － 

 

区分Ⅰ 熱源・熱搬送設備 運転台数に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

３ 
熱源機器の過剰な台数による運転の防止 

熱負荷の状況に応じて熱源機器の運転台数を調整すること。 

運用管理条件 

同一系統における熱源機器の運転台数を、季節別（夏季、冬季及び中間期）及び平日・休日別の熱負荷の

状況に応じて調整すること。 

 

※ ここでいう熱源機器とは、熱源機（冷凍機、冷温水発生機、ボイラー等）及び熱源補機（１次ポン

プ、冷却水ポンプ、冷却塔、蓄熱槽放熱ポンプ等）を対象とする。 

※ 水熱源パッケージ等の熱源水の冷却・加熱に用いるボイラー、冷却塔等は、ここでいう熱源機器に

は含まないものとする。 

※ 他人からの熱供給を受けている場合は、受入の熱交換器の２次側の１番目のポンプを１次ポンプと

する。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての熱源機器が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、

「実施あり」を選択する（自動制御システム（熱負荷の状況に応じた台数制御等）が導入されてい

る熱源機器で、それが根拠書類により確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当

するものとして、「実施あり」を選択できる。）。 

（２） 運用管理条件を満たしていない熱源機器がある場合で、当該熱源機器全てについて、次のいずれ

かの実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとし

て、「実施あり」を選択できる。 

（ア） 部分負荷効率が良い熱源機を採用している等の機器性能上の理由で、運転台数が過剰になっ

てしまう。 

（イ） 熱源機器が１台のみの系統しか無い等のシステム性能上の理由で、運転台数の調整ができな

い。 

（ウ） 蓄熱用熱源機器を蓄熱運転させながら、非蓄熱用熱源機器を運転させるため、運転台数が過

剰となってしまう。 

（他） その他、（ア）（イ）（ウ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） 熱源機器がない場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該当設備なし」を選択する。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

下記のうちいずれかのもの 

（１） 熱源機器の運転台数がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 熱源機器の運転台数を自動で熱負荷の状況に応じて制御するシステムの有無がわかるもの（しゅ

ん工図等の計装図、動作説明書等） 

（３）  その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ３３ － 

 

※ 実施できない熱源機器については、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれを

代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 

※ 熱源機と熱源補機が連動している場合は、熱源機のみの実施状況がわかればよい。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（４） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等の機器表、配管系統図等） 

 

推奨する取組 

（１） 複数台の熱源機器で熱源システムが構成されている場合、部分負荷時に運転効率が最適になるよ

う制御されていることが多いが、熱負荷の状況によっては、熱源機器が発停を繰り返す現象が発生

し、エネルギー消費量が増加することがある。このような場合、強制的に熱源運転台数を制限し、

運転効率を高めることで、熱源エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。 

（２） 日常の時刻別熱負荷データと熱源機器の運転記録等により、実施を判断することが重要となる。 

（３） 熱源運転台数の適正化を実施している時の機器のトラブルを防止するため、時刻の各熱源機器出

入口温度、二次側の往温度、還温度、外気温湿度等を監視して、実施する必要がある。なお、室内

側で精密な温湿度制御を行っている空調ゾーンがある場合は、慎重に検討したうえで実施する必要

がある。 
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基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ３４ － 

 

区分Ⅰ 熱源・熱搬送設備 運転台数に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

４ 
空調用ポンプの過剰な台数による運転の防止 

熱負荷の状況に応じて空調用ポンプの運転台数を調整すること。 

運用管理条件 

同一系統における空調用ポンプの運転台数を、季節別（夏季、冬季及び中間期）及び平日・休日別の熱負

荷の状況に応じて調整すること。 

 

※ ここでいう空調用ポンプとは、２次ポンプのうち、熱源群又は地域冷暖房受入施設から空調機器等

の２次側機器に熱を搬送するための冷水ポンプ、温水ポンプ及び冷温水ポンプを対象とし、同一系統

において２次ポンプ以降にこれらのポンプがある場合も含めるものとする。熱供給事業所の場合は、

熱源補機及び熱交換器回り以外のポンプで、主に熱供給事業所から需要家に熱を搬送するためのポン

プを対象とする。 

※ 他人からの熱供給を受けている場合は、受入の熱交換器の２次側の２番目以降のポンプを２次ポン

プとする。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての空調用ポンプが運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できると

きは、「実施あり」を選択する（自動制御システム（熱負荷の状況に応じた台数制御等）が導入さ

れている空調用ポンプで、それが根拠書類により確認できるときは、運用管理条件を満たしている

ことに相当するものとして、「実施あり」を選択できる。）。 

（２） 運用管理条件を満たしていない空調用ポンプがある場合で、当該空調用ポンプ全てについて、次

のいずれかの実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当する

ものとして、「実施あり」を選択できる。 

（ア） 空調用ポンプが１台のみの系統しか無い等の機器性能上又はシステム性能上の理由で、運転

台数の調整ができない。 

（他） その他、（ア）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） 空調用ポンプがない場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該当設備なし」を選択

する。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

下記のうちいずれかのもの 

（１） 空調用ポンプの運転台数がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 空調用ポンプの運転台数を自動で熱負荷の状況に応じて制御するシステムの有無がわかるもの

（しゅん工図等の計装図、動作説明書等） 

（３） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

※ 実施できない空調用ポンプについては、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれを

代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ３５ － 

該当設備がない場合については下記のもの 

（４） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等の機器表、配管系統図等） 

 

推奨する取組 

（１） 同一系統又は同一熱源群に空調用ポンプを複数台設置し、負荷に応じて台数制御を行っている場

合は、負荷に対して過剰な台数で運転しないようにし、流量と温度差、負荷熱量を基に適正な台数

制御を行うことで、無駄な水搬送エネルギーの削減が可能となりCO2削減につながる。 

（２） インバータによる変流量制御を導入することで、負荷流量に合わせて必要な圧力まで周波数を下

げることが可能になるため、CO2削減につながる。 

（３） 実際の熱負荷は低負荷の時間帯が多いため、それに対応できる小容量のポンプを導入することで、

CO2削減につながる。 

 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ３６ － 

 

区分Ⅰ 熱源・熱搬送設備 設定に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

５ 
燃焼機器の過大空気比の防止 

燃焼機器の空気比を適正な値とすること。 

運用管理条件 

燃焼機器の空気比を、省エネ法の判断基準等における基準空気比以下に調整すること。 

省エネ法「工場事業場判断基準」等における 

燃焼設備の基準空気比と目標空気比 

負荷率 

［％］ 

基準空気比（（）内数値が目標空気比） 

液体燃料 気体燃料 

一般用 

ボイラー 

蒸発量が毎時３０トン以上のもの 50～100 
1.1～1.25 

（1.05～1.15） 

1.1～1.2 

（1.05～1.15） 

蒸発量が毎時１０トン以上 

３０トン未満のもの 
50～100 

1.15～1.3 

（1.15～1.25） 

1.15～1.3 

（1.15～1.25） 

蒸発量が毎時５トン以上 

１０トン未満のもの 
50～100 

1.2～1.3 

（1.15～1.3） 

1.2～1.3 

（1.15～1.25） 

蒸発量が毎時５トン未満のもの 50～100 
1.2～1.3 

（1.15～1.3） 

1.2～1.3 

（1.15～1.25） 

小型貫流ボイラー、温水ボイラー、 

直焚吸収冷温水発生機 
100 

1.3～1.45 

（1.25～1.4） 

1.25～1.4 

（1.2～1.35） 

 

※ 空気比の実績は、大気汚染防止法により規定されているばい煙量測定の排ガス中の酸素濃度から算

定したものとし、年２回測定されているものの両方を対象とする。メーカー等によるメンテナンスに

よるものでも可であるが、年２回測定されていなければならない。 

※ 空気比は、次のいずれかの式により算出する。 

空気比＝21／（21－Ｏ2（％）） 

空気比＝21×Ｎ2（％）／（21×Ｎ2（％）－79×（Ｏ2（％）－0.5×CO（％））） 

Ｏ2（％）：排ガス中の酸素の体積百分率（％） 

Ｎ2（％）：排ガス中の窒素の体積百分率（％） 

CO（％）：排ガス中の一酸化炭素の体積百分率（％） 

（小数点第３位以下は切り捨て） 

（基準空気比の値の有効桁数が小数点第１位までの場合にあっては小数点第２位を四捨五入） 

※ ここでいう燃焼機器とは、蒸気ボイラー、温水ボイラー及び直焚吸収冷温水発生機を対象とし、排

熱ボイラーはこれに含まないものとする。 

※ ここでいう燃焼機器とは、大気汚染防止法によりばい煙濃度の測定及び結果の記録が義務づけられ

ている、伝熱面積が１０ｍ２以上又は燃焼能力が重油換算５０Ｌ／ｈ以上のものとする。 

※ 一般用ボイラーとは、労働安全衛生法施行令第１条３号に規定するボイラーのうち、同施行令第１

条第４号に規定する小型ボイラーを除いたものをいう。 

※ 小型貫流ボイラーとは、労働安全衛生法施行令第１条第４号ホに規定する小型ボイラーのうち、大

気汚染防止法施行令別表第１（第２条関係）第１項に規定するボイラーに該当するものをいう。 

 

 

 

 

 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ３７ － 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての燃焼機器が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、

「実施あり」を選択する（自動制御システム（空気比制御）が導入されている燃焼機器で、それが

根拠書類により確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとして、「実

施あり」を選択できる。）。 

（２） 運用管理条件を満たしていない燃焼機器がある場合で、当該燃焼機器全てについて、次のいずれ

かの実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとし

て、「実施あり」を選択できる。 

（ア） ばい煙量測定時の負荷率が低い（原則５０％未満）等の理由で、基準空気比を超えてしまう。 

（他） その他、（ア）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） 燃焼機器が無い場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該当設備なし」を選択する。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

下記のうちいずれかのもの 

（１） 大気汚染防止法により規定されているばい煙量測定の排ガス中の酸素濃度測定結果及びそれに基

づく空気比算定結果 

（２） メーカー等の点検によるばい煙量測定の排ガス中の酸素濃度測定結果及びそれに基づく空気比算

定結果 

（３） 空気比を自動で制御するシステムの有無がわかるもの（しゅん工図等の計装図、メーカー納入仕

様書、動作説明書等） 

（４） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない燃焼機器については、実施できない理由をメーカー又はばい煙測定事業者に具体的に

別紙に記載してもらうこと。 

※ 排ガス中の酸素濃度測定結果及び空気比算定結果は、燃焼機器１台ずつ必要。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（５） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等の機器表等） 

 

推奨する取組 

 省エネ法では、基準空気比と目標空気比が設定されており、目標空気比以下に調整することでさらなる

CO2削減につながる。 

 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ３８ － 

 

区分Ⅰ 空調・換気設備 運転時間に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

６ 
空調機器不要時の運転の防止 

空調機器を夜間や休業日等の非営業時間帯に停止し、室使用時間に応じて運転すること。 

運用管理条件 

次のいずれも満足すること。 

（１） 空調機器の起動時刻と室使用開始時刻との差が１時間以内であること。 

（２） 室使用終了時刻以前に空調機器を停止すること。 

 

※ ここでいう空調機器とは、空調機、ファンコイルユニット、放射冷暖房パネル（電気式床暖房、パ

ネルヒーター等を含む。）、パッケージ形空調機（水熱源パッケージ形空調機を含む。）等を対象と

する。 

※ ここでいう室とは、空調している場所を対象とし廊下等もこれに含むものとする。 

※ ２４時間の空調がサービス性能上必要な室等は対象外する。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての空調機器が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、

「実施あり」を選択する（自動制御システムが導入されている空調機器で、それが根拠書類により

確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとする。）。 

（２） 運用管理条件を満たしていない空調機器がある場合で、当該空調機器全てについて、次のいずれ

かの実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとし

て、「実施あり」を選択できる。 

（ア） 室熱容量が大きい、休日明けの立ち上がり等の機器性能上又はシステム性能上の理由で、空

調機器の起動時刻と室使用開始時刻との差が１時間を超えてしまう。 

（イ） 夜間の躯体蓄熱、ナイトパージ等の省エネ性能上の理由で、室使用終了時刻以前に空調機器

が停止できない。 

（ウ） 使用時間の異なる室が同一空調系統等のシステム性能上の理由で、室使用終了時刻以前に空

調機器が停止できない。 

（エ） シックハウス対策等の室内環境の確保等の理由で、空調機器が停止できない。 

（他） その他、（ア）（イ）（ウ）（エ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） 空調機器がない場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該当設備なし」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ３９ － 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

代表エリア（代表階等）の全ての空調機器について下記のうちいずれかのもの 

（１） 空調機器の運転時間及び室使用時間がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 空調機器の運転時間がわかる中央監視装置のスケジュール設定画面の出力及び室使用時間がわか

るもの 

（３） 室使用時間に対し、温度の立ち上がり及び立ち下がり特性を予測判断して空調機器の起動停止時

刻を最適に制御するシステム（最適起動停止制御等）の有無がわかるもの（しゅん工図等の計装図、

動作説明書、制御設定画面の出力等） 

（４） 人員の有無を検知して空調機器を自動で起動停止させるシステムの有無がわかるもの（しゅん工

図等の計装図、動作説明書、制御設定画面の出力等） 

（５） 入退室時の開錠・施錠に合わせて空調機器を自動で起動停止させるシステムの有無がわかるもの

（しゅん工図等の計装図、動作説明書、制御設定画面の出力等） 

（６） 照明の点灯・消灯に合わせて空調機器を自動で起動停止させるシステムの有無がわかるもの（し

ゅん工図等の計装図、動作説明書、制御設定画面の出力等） 

（７） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない空調機器については、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれ

を代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（８） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等の機器表等） 

 

推奨する取組 

（１） 中間期等では設定された室温になる時刻が予定より早くなるため、冷暖房時間を短縮することで、

空調エネルギーの削減につながる。 

（２） 季節、ピーク時期、低負荷時期における、熱源機器と空調機の運転状況や室内状況を的確に判断

して、起動設定や運用方法を調整することで、空調エネルギーの低減が可能となりCO2削減につな

がる。 

（３） 事業所の管理規則や賃貸基準等により決められている空調開始時刻と、空調機器が運転して設定

室温になる時刻との差が大きい場合は、起動時刻の調整を行うことが重要となる。 

（４） 室の使用終了時間前に居住者の快適性やビル管法に定められた規定を損なわない範囲で空調機を

停止することで、空調エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。 

（５） 利用者への協力要請や啓発活動を併せて実施する必要がある。 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ４０ － 

 

区分Ⅰ 空調・換気設備 設定に関する事項 

Ｎｏ． 実施項目 

７ 
過度な室内温度設定の防止 

空調している室の設定温度を適正な値とすること。 

運用管理条件 

 空調している室の室内温度の設定値又は実際の室内温度を、冷房時２６℃以上、暖房時２２℃以下とす

ること。 

 

※ ここでいう室とは、空調している場所（廊下等もこれに含む。）を対象とし、スポット形空調機等

のみで空調している室はこれに含まないものとする。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての空調室が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、

「実施あり」を選択する。 

（２） 運用管理条件を満たしていない空調室がある場合で、当該空調室全てについて次のいずれかの実

施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとして、「実

施あり」を選択できる。 

（ア） 研究室、電算室、病院の手術室等の特殊空調室で、室内温度の設定値又は実際の室内温度を、

冷房時２６℃以上、暖房時２２℃以下にできない。 

（イ） 病室、ホテル客室、商業施設の物販エリア等のサービス性能上の理由で、室内温度の設定値

又は実際の室内温度を、冷房時２６℃以上、暖房時２２℃以下にできない。 

（ウ） 使用温度の異なるエリアが同一空調系統等のシステム性能上の理由で、室内温度の設定値又

は実際の室内温度を、冷房時２６℃以上、暖房時２２℃以下にできない。 

（エ） 冬季に冷房となる等の場合で、室内温度の設定値又は実際の室内温度を、冷房時２６℃以上

にできない。 

（他） その他、（ア）（イ）（ウ）（エ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

代表エリア（代表階等）の全ての空調室について下記のうちいずれかのもの 

（１） 室内温度の設定値がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 室内温度の設定値がわかる中央監視装置の温度設定画面の出力 

（３） 室内温度の実績値がわかる測定結果（ビル管法により規定されている室内温度の測定結果等で冷

房時及び暖房時で負荷が一番大きいと考えられる時に測定したもの） 

（４） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない空調室については、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれを

代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 

 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ４１ － 

推奨する取組 

（１） 年間を通じて冷房時と暖房時の設定温度を一定にするのではなく、関係者と十分協議した上で、

季節に応じて、居室の室内温度の緩和を実施することで、空調エネルギーの低減が可能となりCO2

削減につながる。 

（２） 夏季・冬季の空調エネルギーは大きいため、実際の室内温度を夏季２８℃程度、冬季２０℃程度

に緩和しクールビズ・ウォームビズを実施することにより、空調エネルギーの低減が可能となりCO2

削減につながる。 

（３） ビル管法では室内温度の基準が１７℃以上２８℃以下であるため、それを踏まえて実施すること

も重要となる。 

（４） エントランスホールや廊下等の居室以外の空間は、滞在時間が居室に比べて短時間であるため、

関係者が十分協議した上で、居室の室内温度に比べて夏季は高く、冬季は低く設定することによっ

て、空調エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。 

 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ４２ － 

 

区分Ⅰ 空調・換気設備 設定に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

８ 
過剰な外気取入の防止 

空調機の外気取入量を適正な値とすること。 

運用管理条件 

空調機の外気取入量を、設計外気量を目安（設計外気量＋２０％以内）として調整すること。 

 

※ ここでいう空調機とは、外気を取り入れる給気風量２，１００ｍ³／ｈを超える空調機を対象とし、

全熱交換ユニット（除加湿可能全熱交換機能付外気処理機を含む。）等はこれに含まないものとする。 

※ ここでいう設計外気量とは、しゅん工図に記載された外気量をいう。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての空調機が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、

「実施あり」を選択する（外気取入量を室内のCO2濃度により自動制御するシステム又は外気冷房

システムが導入されている空調機で、それが根拠書類により確認できるときは、運用管理条件を満

たしていることに相当するものとして、「実施あり」を選択できる。）。 

（２） 運用管理条件を満たしていない空調機がある場合で、当該空調機全てについて、次のいずれかの

実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとして、

「実施あり」を選択できる。 

（ア） 在室人員が増加した等の理由で、設計外気量を大幅に超えてしまう。 

（イ） 用途変更により外気取入量が増加した等の理由で、設計外気量を大幅に超えてしまう。 

（ウ） ビル管法により規定されているCO2濃度の基準値を満たす等の理由で、設計外気量を大幅に

超えてしまう。 

（エ） 研究所等でドラフトチャンバーを増設した等の理由で、設計外気量を大幅に超えてしまう。 

（他） その他、（ア）（イ）（ウ）（エ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） 空調機がない場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該当設備なし」を選択する。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

代表エリア（代表階等）の全ての空調機について下記のうちいずれかのもの 

（１） 空調機の外気取入量の記録及び設計外気量がわかるもの（しゅん工図の機器表等、試運転調整記

録等） 

（２） 外気取入量を室内のCO2濃度により自動制御するシステム又は外気冷房システムの有無がわかる

もの 

（３） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

※ 実施できない空調機については、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（４） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等の機器表等） 

 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ４３ － 

推奨する取組 

（１） ビル管法に基づき、室内CO2濃度を１，０００ｐｐｍ以下に保つために外気取入による換気を行

う必要があり、室内環境にあわせて、外気を冷却又は加熱する空調エネルギーが必要である。夏季

や冬季には、外気を冷却又は加熱する空調エネルギーが多く必要となるため、室内CO2濃度実測値

と外気温湿度をみながら、室内への外気導入量を必要最小限にすることで、冷却又は加熱するため

の空調エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。 

（２） 中間期に室内が冷房要求の場合であって、外気温湿度が外気冷房を実施することが有効であると

きに、室内への外気導入量を増加させ、冷却を行わずに空調することで、冷房をするための空調エ

ネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。 

（３） 室使用開始前の予熱及び予冷時に外気取入を停止することで、空調エネルギーの低減が可能とな

りCO2削減につながる。 

 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ４４ － 

 

区分Ⅰ 空調・換気設備 運転時間に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

９ 

駐車場換気ファン不要時の運転の防止 

駐車場換気ファンを夜間や休業日等の非営業時間帯に停止し、駐車場使用時間に応じて運転す

ること。 

運用管理条件 

駐車場使用時間に合わせて駐車場換気ファンの起動及び停止を実施すること。 

 

※ ここでいう駐車場換気ファンとは、電動機出力７．５ｋＷ以上のものを対象とする。 

※ ２４時間稼動の駐車場は対象外とする。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての駐車場換気ファンが運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認でき

るときは、「実施あり」を選択する。 

（２） 運用管理条件を満たしていない駐車場換気ファンがある場合で、当該駐車場換気ファン全てにつ

いて、次のいずれかの実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに

相当するものとして、「実施あり」を選択できる。 

（ア） 排気ガスが排出されにくいため駐車場使用時間後も稼動させている等の機器性能上又はシ

ステム性能上の理由で、使用時間に合わせた駐車場ファンの停止が実施できない。 

（イ） 駐車場に空調がなく、換気による環境向上のため駐車場使用時間前も稼動させている等の理

由で、使用時間に合わせた駐車場ファンの起動が実施できない。 

（他） その他、（ア）（イ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） 駐車場換気ファンがない場合又は全て２４時間稼動の駐車場の場合で、それが根拠書類により確

認できるときは、「該当設備なし」を選択する。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

下記のうちいずれかのもの 

（１） 駐車場換気ファンの運転時間及び駐車場使用時間がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 駐車場換気ファンの運転時間がわかる中央監視装置のスケジュール設定画面の出力及び駐車場使

用時間がわかるもの 

（３） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない駐車場換気ファンについては、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれを

代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（４） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等の機器表等） 
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推奨する取組 

（１） 駐車場のCO又はCO2濃度により、換気ファンを発停制御、台数制御又はインバータによる風量制御

を行うことにより、換気エネルギーを低減でき、CO2削減につながる。 

（２） 駐車場の機械換気設備は、駐車場法施行令及び埼玉県建築基準法施行条例により、駐車場床面積

あたり１４ｍ３／（ｈ・ｍ２）を満たす必要がある。大規模な駐車場では、車路の部分を除いた部分

の面積で換気量を算定することができるため、過大な換気設備とならないようにすることが重要と

なる。 

（３） 地下駐車場へのスロープは、給気経路として有効に機能する場合は、自然給気とすることで、搬

送動力の低減が可能となりCO2削減につながる。 
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区分Ⅰ 照明・電気設備 運転時間に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

１０ 
照明不要時の点灯の防止 

照明を夜間や休業日等の非営業時間帯に消灯し、室使用時間に応じて点灯すること。 

運用管理条件 

室使用時間に合わせた照明の点灯及び消灯を実施すること。 

 

※ ここでいう室とは、照明している場所（廊下、駐車場等もこれに含む）を対象とする。 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての室が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「実

施あり」を選択する（自動制御システムが導入されている室で、それが根拠書類により確認できる

ときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとして、「実施あり」を選択できる。）。 

（２） 運用管理条件を満たしていない室がある場合で、当該室全てについて、次のいずれかの実施でき

ない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとして、「実施あ

り」を選択できる。 

（ア） ライトアップ、演出照明等の用途のため、夜間に消灯できない。 

（イ） 常夜灯、防犯灯等の用途のため、夜間に消灯できない。 

（ウ） 使用時間の異なる室が同一照明回路等のシステム性能上の理由で、室使用終了後に消灯でき

ない。 

（他） その他、（ア）（イ）（ウ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

代表エリア（代表階等）の全ての室について下記のうちいずれかのもの 

（１） 照明の点灯時間及び室使用時間がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 照明の点灯時間がわかる中央監視装置のスケジュール設定画面の出力及び室使用時間がわかるも

の 

（３） 人員の有無を検知して照明を自動で点灯・消灯させるシステムの有無がわかるもの（しゅん工図

等の計装図、動作説明書、制御設定画面の出力等） 

（４） 入退室時の開錠・施錠に合わせて照明を自動で点灯・消灯させるシステムの有無がわかるもの（し

ゅん工図等の計装図、動作説明書、制御設定画面の出力等） 

（５） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない室については、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

推奨する取組 

昼休みなどの在席率の低い時間帯や窓際で昼光によって十分に明るい時間帯では、照明を消灯することや

減灯することが可能である。不要時間帯の消灯、減灯等照明点灯時間の短縮に関する啓発活動を実施する

ことで、無駄な照明エネルギーの低減への意識を高めることによりCO2削減につながる。 
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区分Ⅱ 蒸気・冷温水・冷却水製造設備 運転時間に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

１ 

熱源機器不要時の運転の防止 

熱源機器を夜間や休業日等の非操業時間帯に停止し、供給先の施設等の操業時間に応じて運転

すること。 

運用管理条件 

次のいずれも満足すること。 

（１） 熱源機器の起動時刻と供給先のうち最も早く操業開始する施設等の操業開始時刻との差が１時間

以内であること。 

（２） 供給先のうち最も遅く操業停止する施設等の操業停止時刻以前に熱源機器を停止すること。 

 

※ ここでいう熱源機器とは、熱源機（冷凍機、冷温水発生機、ボイラー等）及び熱源補機（１次ポン

プ、冷却水ポンプ、冷却塔、蓄熱槽放熱ポンプ等）を対象とする。 

※ 水熱源パッケージ等の熱源水の冷却・加熱に用いるボイラー、冷却塔等は、ここでいう熱源機器に

は含まないものとする。 

※ 他人からの熱供給を受けている場合は、受入の熱交換器の２次側のポンプを対象とする。 

※ ここでいう停止とは、電源停止を対象とし、スタンバイ状態はこれに含まないものとする。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての熱源機器が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、

「実施あり」を選択する。 

（２） 運用管理条件を満たしていない熱源機器がある場合で、当該熱源機器全てについて、次のいずれ

かの実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとし

て、「実施あり」を選択できる。 

（ア） 保有水量が多い、休日明けの立ち上がり等の機器性能上又はシステム性能上の理由で、熱源

機器の起動時刻と供給先建物の操業開始時刻との差が１時間を超えてしまう。 

（イ） 夜間蓄熱等の省エネ性能上の理由で、供給先建物の操業停止時刻より熱源機器の停止時刻が

遅れてしまう。 

（ウ） 供給先建物の一部に冷蔵・冷凍庫等の２４時間稼動の設備がある等の理由で、供給先建物の

操業時間に応じて熱源機器が運転できない。 

（エ） 供給先建物の操業停止後も、機器保護や残留運転等が必要な設備がある等の理由で、供給先

建物の操業時間に応じて熱源機器が運転できない。 

（他） その他、（ア）（イ）（ウ）（エ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） 熱源機器がない場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該当設備なし」を選択する。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

下記のうちいずれかのもの 

（１） 熱源機器の運転時間及び供給先施設等の操業時間がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） ①熱源機器の運転時間がわかる中央監視装置のスケジュール設定画面の出力又は②制御盤、操作

盤等のスケジュール設定画面の写真等及び③供給先建物の操業時間がわかるもの 
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（３） 供給先施設等の起動停止時刻を参照して熱源機器の起動停止時刻を最適に制御するシステム（熱

源最適起動停止制御等）の有無がわかるもの（しゅん工図等の計装図、動作説明書、中央監視装置

における制御の設定画面の出力等） 

（４） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない熱源機器については、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれを

代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 

※ 熱源機と熱源補機が連動している場合は、熱源機のみの実施状況がわかればよい。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（５） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等の機器表、配管系統図等） 

 

推奨する取組 

（１） 季節を問わず年間を通して同じ時間帯に熱源機器の運転を開始している場合は、中間期等では設

定された冷水・温水の温度になる時刻が早くなる。この場合に、蒸気・冷温水・冷却水使用設備の

運転開始時刻に合わせて熱源機器の運転時刻を遅くすることで、熱源機器の運転時間が短くなるた

め、熱源エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。熱源機器によっては、起動時間に差

があるため、メーカーに確認した上で設定する必要がある。 

（２） 空調機、ファンコイルユニット等の停止時刻前に熱源機器を停止し、ポンプ運転のみで空調する

ことで、熱源エネルギーの低減が可能となり、CO2削減につながる。室内環境に問題ないことを十

分確認し、関係者と十分協議した上で実施する必要がある。 

（３） 熱源機器が不要な期間又は夜間に電源供給停止を行うことで、無駄なエネルギーの低減が可能と

なりCO2削減につながる。夏季の除湿再熱が不要な施設、又は夜間に空調機等を停止している施設

は、電源供給停止が可能である。 
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区分Ⅱ 蒸気・冷温水・冷却水製造設備 運転台数に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

２ 
熱源機器の過剰な台数による運転の防止 

熱負荷の状況に応じて熱源機器の運転台数を調整すること。 

運用管理条件 

（１） 同一系統における熱源機器の運転台数を、供給先施設等の操業状況による熱負荷の状況に応じて

調整すること。 

 

※ ここでいう熱源機器とは、熱源機（冷凍機、冷温水発生機、ボイラー等）及び熱源補機（１次ポン

プ、冷却水ポンプ、冷却塔、蓄熱槽放熱ポンプ等）を対象とする。 

※ 水熱源パッケージ等の熱源水の冷却・加熱に用いるボイラー、冷却塔等は、ここでいう熱源機器に

は含まないものとする。 

※ 他人からの熱供給を受けている場合は、受入の熱交換器の２次側のポンプを対象とする。 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての熱源機器が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、

「実施あり」を選択する（自動制御システム（熱負荷の状況に応じた台数制御等）が導入されてい

る熱源機器で、それが根拠書類により確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当

するものとして、「実施あり」を選択できる。）。 

（２） 運用管理条件を満たしていない熱源機器がある場合で、当該熱源機器全てについて、次のいずれ

かの実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとし

て、「実施あり」を選択できる。 

（ア） 部分負荷効率が良い熱源機を採用している等の機器性能上の理由で、運転台数が過剰になっ

てしまう。 

（イ） 熱源機器が１台のみの系統しか無い等のシステム性能上の理由で、運転台数の調整ができな

い。 

（ウ） 蓄熱用熱源機器を蓄熱運転させながら、非蓄熱用熱源機器を運転させるため、運転台数が過

剰となってしまう。 

（他） その他、（ア）（イ）（ウ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） 熱源機器がない場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該当設備なし」を選択する。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

下記のうちいずれかのもの 

（１） 熱源機器の運転台数がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 熱源機器の運転台数を自動で熱負荷の状況に応じて制御するシステムの有無がわかるもの（しゅ

ん工図、計装図、動作説明書等） 

（３） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない熱源機器については、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 
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※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれを

代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 

※ 熱源機と熱源補機が連動している場合は、熱源機のみの実施状況がわかればよい。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（４） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等のうち機器表、配管系統図等） 

 

推奨する取組 

（１） 複数台の熱源機器で熱源システムが構成されている場合、部分負荷時に運転効率が最適になるよ

う制御されていることが多いが、熱負荷の状況によっては、熱源機器が発停を繰り返す現象が発生

し、エネルギー消費量が増加することがある。このような場合、強制的に熱源運転台数を制限し、

運転効率を高めることで、熱源エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。 

（２） 日常の時刻別熱負荷データと熱源機器の運転記録等により、実施を判断することが重要となる。 

（３） 熱源運転台数の適正化を実施している時の機器のトラブルを防止するため、時刻の各熱源機器出

入口温度、二次側の往温度、還温度、外気温湿度等を監視して、実施する必要がある。なお、室内

側で精密な温湿度制御を行っている空調ゾーンがある場合は、慎重に検討したうえで実施する必要

がある。 
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区分Ⅱ 蒸気・冷温水・冷却水製造設備 設定に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

３ 
ボイラー及び直焚吸収冷温水発生機の過大空気比の防止 

ボイラー及び直焚吸収冷温水発生機の空気比を適正な値とすること。 

運用管理条件 

 ボイラー及び直焚吸収冷温水発生機の空気比を、省エネ法の判断基準における基準空気比以下に調整す

ること。 

省エネ法「工場事業場判断基準」等における 

燃焼設備の基準空気比と目標空気比 

負荷率 

［％］ 

基準空気比（（）内数値が目標空気比） 

液体燃料 気体燃料 

一般用 

ボイラー 

蒸発量が毎時３０トン以上のもの 50～100 
1.1～1.25 

（1.05～1.15） 

1.1～1.2 

（1.05～1.15） 

蒸発量が毎時１０トン以上 

３０トン未満のもの 
50～100 

1.15～1.3 

（1.15～1.25） 

1.15～1.3 

（1.15～1.25） 

蒸発量が毎時５トン以上 

１０トン未満のもの 
50～100 

1.2～1.3 

（1.15～1.3） 

1.2～1.3 

（1.15～1.25） 

蒸発量が毎時５トン未満のもの 50～100 
1.2～1.3 

（1.15～1.3） 

1.2～1.3 

（1.15～1.25） 

小型貫流ボイラー、温水ボイラー、 

直焚吸収冷温水発生機 
100 

1.3～1.45 

（1.25～1.4） 

1.25～1.4 

（1.2～1.35） 

 

※ 空気比の実績は、大気汚染防止法により規定されているばい煙量測定の排ガス中の酸素濃度から算

定したものとし、年２回測定されているものの両方を対象とする。メーカー等によるメンテナンスに

よるものでも可であるが、年２回測定されていなければならない。 

※ 空気比は、次のいずれかの式により算出する。 

空気比＝21／（21－Ｏ2（％）） 

空気比＝21×Ｎ2（％）／（21×Ｎ2（％）－79×（Ｏ2（％）－0.5×CO（％））） 

Ｏ2（％）：排ガス中の酸素の体積百分率（％） 

Ｎ2（％）：排ガス中の窒素の体積百分率（％） 

CO（％）：排ガス中の一酸化炭素の体積百分率（％） 

（小数点第３位以下は切り捨て） 

（基準空気比の値の有効桁数が小数点第１位までの場合にあっては小数点第２位を四捨五入） 

※ ここでいうボイラーとは、蒸気ボイラー及び温水ボイラーを対象とし、排熱ボイラーはこれに含ま

ないものとする。 

※ ここでいうボイラー及び直焚吸収冷温水発生機とは、大気汚染防止法によりばい煙濃度の測定及び

結果の記録が義務づけられている、伝熱面積が１０ｍ２以上又は燃焼能力が重油換算５０Ｌ／ｈ以上

のものとする。 

※ 一般用ボイラーとは、労働安全衛生法施行令第１条３号に規定するボイラーのうち、同施行令第１

条第４号に規定する小型ボイラーを除いたものをいう。 

※ 小型貫流ボイラーとは、労働安全衛生法施行令第１条第４号ホに規定する小型ボイラーのうち、大

気汚染防止法施行令別表第１（第２条関係）第１項に規定するボイラーに該当するものをいう。 

 

 

 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ５２ － 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全てのボイラー及び直焚吸収冷温水発生機が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書

類により確認できるときは、「実施あり」を選択する（自動制御システム（空気比制御）が導入さ

れている熱源機器で、それが根拠書類により確認できるときは、運用管理条件を満たしていること

に相当するものとして、「実施あり」を選択できる。）。 

（２） 運用管理条件を満たしていないボイラー及び直焚吸収冷温水発生機がある場合で、当該ボイラー

及び直焚吸収冷温水発生機全てについて、次のいずれかの実施できない理由が確認できるときは、

運用管理条件を満たしていることに相当するものとして、「実施あり」を選択できる。 

（ア） ばい煙量測定時の負荷率が低い（原則５０％未満）等の理由で、基準空気比を超えてしまう。 

（他） その他、（ア）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） ボイラー及び直焚吸収冷温水発生機が無い場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該

当設備なし」を選択する。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

下記のうちいずれかのもの 

（１） 大気汚染防止法により規定されているばい煙量測定の排ガス中の酸素濃度測定結果及びそれに基

づく空気比算定結果 

（２） メーカー等の点検によるばい煙量測定の排ガス中の酸素濃度測定結果及びそれに基づく空気比算

定結果 

（３） 空気比を自動で制御するシステムの有無がわかるもの（しゅん工図、計装図、メーカー納入仕様

書、動作説明書等） 

（４） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できないボイラー及び直焚吸収冷温水発生機については、実施できない理由をメーカー又はば

い煙測定事業者に具体的に別紙に記載してもらうこと。 

※ 排ガス中の酸素濃度測定結果及び空気比算定結果は、ボイラー及び直焚吸収冷温水発生機１台ずつ

必要。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（５） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等のうち機器表等） 

 

推奨する取組 

省エネ法では、基準空気比と目標空気比が設定されており、目標空気比以下に調整することでさらなるCO2

削減につながる。 

 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ５３ － 

 

区分Ⅱ 圧縮空気製造設備 運転時間に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

４ 

エアーコンプレッサー不要時の運転の防止 

エアーコンプレッサーを夜間や休業日等の非操業時間帯に停止し、供給先の施設等の操業時間

に応じて運転すること。 

運用管理条件 

次のいずれも満足すること。 

（１） エアーコンプレッサーの起動時刻と供給先のうち最も早く操業開始する施設等の操業開始時刻と

の差が１時間以内であること。 

（２） 供給先のうち最も遅く操業停止する施設等の操業停止時刻以前にエアーコンプレッサーを停止す

ること。 

 

※ ここでいうエアーコンプレッサーとは、電動機出力７．５ｋＷ以上のものを対象とする。 

※ ここでいう停止とは、電源停止を対象とし、スタンバイ状態はこれに含まないものとする。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全てのエアーコンプレッサーが運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認

できるときは、「実施あり」を選択する。 

（２） 運用管理条件を満たしてないエアーコンプレッサーがある場合で、当該エアーコンプレッサー全

てについて、次のいずれかの実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしている

ことに相当するものとして、「実施あり」を選択できる。 

（ア） 圧縮空気配管が長い等の機器性能上又はシステム性能上の理由で、エアーコンプレッサーの

起動時刻と供給先建物の操業開始時刻との差が１時間を超えてしまう。 

（イ） 供給先建物の操業開始時刻以前に圧縮空気配管の漏れ点検を実施している等の理由で、エア

ーコンプレッサーの起動時刻と供給先建物の操業開始時刻との差が１時間を超えてしまう。 

（他） その他、（ア）（イ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） エアーコンプレッサーがない場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該当設備なし」

を選択する。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

下記のうちいずれかのもの 

（１） エアーコンプレッサーの運転時間及び供給先施設等の操業時間がわかる運転マニュアル又は管理

標準 

（２） エアーコンプレッサーの運転時間がわかる中央監視装置のスケジュール設定画面の出力、又は制

御盤、操作盤等のスケジュール設定画面の写真等、及び供給先施設等の操業時間がわかるもの 

（３） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できないエアーコンプレッサーについては、実施できない理由を具体的に別紙に記載するこ

と。 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ５４ － 

※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれを

代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（４） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等のうち機器表、配管系統図等） 

 

推奨する取組 

エアーコンプレッサーが不要な期間又は夜間に電源供給停止を行うことで、無駄なエネルギーの低減が可

能となりCO2削減につながる。夜間に圧縮空気使用設備を停止している施設は、電源供給停止が可能であ

る。 

 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ５５ － 

 

区分Ⅱ 空調・換気設備 運転時間に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

５ 
空調機器不要時の運転の防止 

空調機器を夜間や休業日等の非営業時間帯に停止し、室使用時間に応じて運転すること。 

運用管理条件 

次のいずれも満足すること。 

（１） 空調機器の起動時刻と室使用開始時刻との差が１時間以内であること。 

（２） 室使用終了時刻以前に空調機器を停止すること。 

 

※ ここでいう空調機器とは、空調機、ファンコイルユニット、放射冷暖房パネル（電気式床暖房、パ

ネルヒーター等を含む。）及びパッケージ形空調機（水熱源パッケージ形空調機を含む。）等を対象

とする。 

※ ここでいう室とは、空調している場所を対象とし廊下等もこれに含むものとする。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての空調機器が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、

「実施あり」を選択する（自動制御システムが導入されている空調機器で、それが根拠書類により

確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとして、「実施あり」を選択

できる。）。 

（２） 運用管理条件を満たしていない空調機器がある場合で、当該空調機器全てについて、次のいずれ

かの実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとし

て、「実施あり」を選択できる。 

（ア） 室熱容量が大きい、休日明けの立ち上がり等の機器性能上又はシステム性能上の理由で、空

調機器の起動時刻と室使用開始時刻との差が１時間を超えてしまう。 

（イ） 夜間の躯体蓄熱等の省エネ性能上の理由で、室使用終了時刻以前に空調機器の停止ができな

い。 

（ウ） 使用時間の異なる室が同一空調系統等のシステム性能上の理由で、室使用終了時刻以前に空

調機器が停止できない。 

（エ） シックハウス対策等の室内環境の確保等の理由で、空調機器が停止できない。 

（オ） クリーンルームの清浄度を保つ等の用途上の理由で、室使用終了時刻以前に空調機器が停止

できない。 

（他） その他、（ア）（イ）（ウ）（エ）（オ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） 空調機器がない場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該当設備なし」を選択する。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

代表エリア（代表階等）の全ての空調機器について下記のうちいずれかのもの 

（１） 空調機器の運転時間及び室使用時間がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 空調機器の運転時間がわかる中央監視装置のスケジュール設定画面の出力及び室使用時間がわか

るもの 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ５６ － 

（３） 室使用時間に対し、温度の立ち上がり及び立ち下がり特性を予測判断して空調機器の起動停止時

刻を最適に制御するシステム（最適起動停止制御）の有無がわかるもの（しゅん工図等の計装図、

動作説明書、制御設定画面の出力等） 

（４） 人員の有無を検知して空調機器を自動で起動停止させるシステムの有無がわかるもの（しゅん工

図等の計装図、動作説明書、制御設定画面の出力等） 

（５） 入退室時の開錠・施錠に合わせて空調機器を自動で起動停止させるシステムの有無がわかるもの

（しゅん工図等の計装図、動作説明書、制御設定画面の出力等） 

（６） 照明の点灯・消灯に合わせて空調機器を自動で起動停止させるシステムの有無がわかるもの（し

ゅん工図等の計装図、動作説明書、制御設定画面の出力等） 

（７） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない空調機器については、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれを

代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（８） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等の機器表等） 

 

推奨する取組 

（１） 中間期等では設定された室温になる時刻が予定より早くなるため、冷暖房時間を短縮することで、

空調エネルギーの削減につながる。 

（２） 季節、ピーク時期、低負荷時期における、熱源機器と空調機の運転状況や室内状況を的確に判断

して、起動設定や運用方法を調整することで、空調エネルギーの低減が可能となりCO2削減につな

がる。 

（３） 事業所の管理規則や賃貸基準等により決められている空調開始時刻と、空調機器が運転して設定

室温になる時刻との差が大きい場合は、起動時刻の調整を行うことが重要となる。 

（４） 室の使用終了時間前に居住者の快適性やビル管法に定められた規定を損なわない範囲で空調機を

停止することで、空調エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。 

（５） 利用者への協力要請や啓発活動を併せて実施する必要がある。 

（６） 使用していない室だけではなく、中間期等に開閉窓等により自然換気ができる室の空調停止に関

する啓発活動・巡回点検を実施することで、無駄な空調エネルギーの低減への意識を高めることに

よりCO2削減につながる。 

 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ５７ － 

 

区分Ⅱ 空調・換気設備 設定に関する事項 

Ｎｏ． 実施項目 

６ 
過度な室内温度設定の防止 

空調している室の設定温度を適正な値とすること。 

運用管理条件 

空調している室の室内温度の設定値又は実際の室内温度を、冷房時２６℃以上、暖房時２２℃以下とする

こと。 

 

※ ここでいう室とは、空調している場所（廊下等もこれに含む）を対象とし、スポット形空調機等の

みで空調している室はこれに含まないものとする。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての空調室が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、

「実施あり」を選択する。 

（２） 運用管理条件を満たしていない空調室がある場合で、当該空調室全てについて、次のいずれかの

実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとして、

「実施あり」を選択できる。 

（ア） クリーンルーム、電算室、特殊空調室等の用途上の理由で、室内温度の設定値又は実際の室

内温度を、冷房時２６℃以上、暖房時２２℃以下にできない。 

（イ） 使用温度の異なるエリアが同一空調系統等のシステム性能上の理由で、室内温度の設定値又

は実際の室内温度を、冷房時２６℃以上、暖房時２２℃以下にできない。 

（ウ） 冬季に冷房となる等の場合で、室内温度の設定値又は実際の室内温度を、冷房時２６℃以上

にできない。 

（他） その他、（ア）（イ）（ウ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

代表エリア（代表階等）の全ての空調室について下記のうちいずれかのもの 

（１） 室内温度の設定値がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 室内温度の設定値がわかる中央監視装置の温度設定画面の出力 

（３） 室内温度の実績値がわかる測定結果（ビル管法により規定されている室内温度の測定結果等で冷

房時及び暖房時で負荷が一番大きいと考えられる時に測定したもの） 

（４） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない空調室については、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれを

代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 

 

 

 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ５８ － 

推奨する取組 

（１） 年間通じて冷房時と暖房時の設定温度を一定にするのではなく、関係者と十分協議した上で、季

節に応じて、居室の室内温度の緩和を実施することで、空調エネルギーの低減が可能となりCO2削

減につながる。 

（２） 夏季・冬季の空調エネルギーは大きいため、実際の室内温度を夏季２８℃程度、冬季２０℃程度

に緩和しクールビズ・ウォームビズを実施することにより、空調エネルギーの低減が可能となりCO2

削減につながる。 

（３） ビル管法では室内温度の基準が１７℃以上２８℃以下であるため、それを踏まえて実施すること

も重要となる。 

（４） エントランスホールや廊下等の居室以外の空間は、滞在時間が居室に比べて短時間であるため、

関係者が十分協議した上で、居室の室内温度に比べて夏季は高く、冬季は低く設定することによっ

て、空調エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。 

 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ５９ － 

 

区分Ⅱ 空調・換気設備 運転時間に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

７ 
換気ファン不要時の運転の防止 

換気ファンを夜間や休業日等の非操業時間帯に停止し、建物操業時間に応じて運転すること。 

運用管理条件 

建物操業時間に合わせて換気ファンの起動及び停止を実施すること。 

 

※ ここでいう換気ファンとは、電動機出力７．５ｋＷ以上のものを対象とする。 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての換気ファンが運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるとき

は、「実施あり」を選択する。 

（２） 運用管理条件を満たしていない換気ファンがある場合で、当該換気ファン全てについて、次のい

ずれかの実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するもの

として、「実施あり」を選択できる。 

（ア） 排熱、排ガス等が排出されにくいため使用時間後も稼動させている等の機器性能上又はシス

テム性能上の理由で、建物操業時間に合わせた換気ファンの停止が実施できない。 

（イ） 空調がなく、換気による環境向上のため建物操業時間前も稼動させている等の理由で、操業

時間に合わせた換気ファンの起動が実施できない。 

（他） その他、（ア）（イ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３） 換気ファンがない場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該当設備なし」を選択す

る。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

代表エリア（代表階等）の全ての換気ファンについて下記のうちいずれかのもの 

（１） 換気ファンの運転時間及び建物操業時間がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 換気ファンの運転時間がわかる中央監視装置のスケジュール設定画面の出力及び建物操業時間が

わかるもの 

（３） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない換気ファンについては、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

※ 上記（１）については、運転実績データ（運転日報、運転履歴等で夏季、冬季、中間期それぞれを

代表する１週間分）で運用管理条件の実施状況がわかること。 

 

該当設備がない場合については下記のもの 

（４） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等の機器表等） 

 

 

 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ６０ － 

推奨する取組 

（１） 各室の必要換気量は、季節、曜日、時間帯、室の利用状況によって変化するため、外気条件や室

内環境を定期的に確認しながら、ファンの間欠運転を行うことで、換気エネルギーの低減が可能と

なりCO2削減につながる。 

（２） 建築基準法、駐車場法、ビル管法、健康増進法等に基づく必要換気量を確認し、室内の使用実態

を把握した上で、スケジュール制御や温度制御等による適正な換気量への調整や不要な換気の停止

を行うことで、換気エネルギーの低減が可能となりCO2削減につながる。 

（３） 駐車場のCO又はCO2濃度により、換気ファンを発停制御、台数制御又はインバータによる風量制

御を行うことにより、換気エネルギーを低減でき、CO2削減につながる。 

（４） 駐車場の機械換気設備は、駐車場法施行令及び埼玉県建築基準法施行条例により、駐車場床面積

あたり１４ｍ３／（ｈ・ｍ２）以上を満たす必要がある。大規模な駐車場では、車路の部分を除いた

部分の面積で換気量を算定することができるため、過大な換気設備とならないようにすることが重

要となる。 

（５） 地下駐車場へのスロープは、給気経路として有効に機能する場合は、自然給気とすることで、搬

送動力の低減が可能となりCO2削減につながる。 

 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ６１ － 

 

区分Ⅱ 照明・電気設備 運転時間に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

８ 
照明不要時の点灯の防止 

照明を夜間や休業日等の非営業時間帯に消灯し、室使用時間に応じて点灯すること。 

運用管理条件 

（１） 室使用時間に合わせた照明の点灯及び消灯を実施すること。 

 

※ ここでいう室とは、照明している場所（廊下、駐車場等もこれに含む）を対象とする。 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての室が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「実

施あり」を選択する（自動制御システムが導入されている室で、それが根拠書類により確認できる

ときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとして、「実施あり」を選択できる。）。 

（２） 運用管理条件を満たしていない室がある場合で、当該室全てについて、次のいずれかの実施でき

ない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとして、「実施あ

り」を選択できる。 

（ア） ライトアップの演出照明等の用途のため、夜間に消灯できない。 

（イ） 常夜灯、防犯灯等の用途のため、夜間に消灯できない。 

（ウ） 使用時間の異なる室が同一照明回路等のシステム性能上の理由で、室使用終了後に消灯でき

ない。 

（他） その他、（ア）（イ）（ウ）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

代表エリア（代表階等）の全ての室について下記のうちいずれかのもの 

（１） 照明の点灯時間及び室使用時間がわかる運転マニュアル又は管理標準 

（２） 照明の点灯時間がわかる中央監視装置のスケジュール設定画面の出力及び室使用時間がわかるも

の 

（３） 人員の有無を検知して照明を自動で点灯・消灯させるシステムの有無がわかるもの（しゅん工図

等の計装図、動作説明書、制御設定画面の出力等） 

（４） 入退室時の開錠・施錠に合わせて照明を自動で点灯・消灯させるシステムの有無がわかるもの（し

ゅん工図等の計装図、動作説明書、制御設定画面の出力等） 

（５） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

 

※ 実施できない室については、実施できない理由を具体的に別紙に記載すること。 

推奨する取組 

（１） 昼休みなどの在席率の低い時間帯や窓際で昼光によって十分に明るい時間帯では、照明を消灯す

ることや減灯することが可能である。不要時間帯の消灯、減灯等照明点灯時間の短縮に関する啓発

活動を実施することで、無駄な照明エネルギーの低減への意識を高めることによりCO2削減につな

がる。 

 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ６２ － 

 

区分Ⅱ 工業炉設備 設定に関する事項 

Ｎｏ． 運用管理項目 

９ 
工業炉の過大空気比の防止 

工業炉の空気比を適正な値とすること。 

運用管理条件 

工業炉の空気比を、省エネ法の判断基準における基準空気比以下に調整すること。 

 

省エネ法「工場事業場判断基準」における工業炉に関する基準空気比及び目標空気比 

区分 

基準空気比（（）内数値が目標空気比） 

炉の形式等 

気体燃料 液体燃料 
備考 

連続式 間欠式 連続式 間欠式 

金属鋳造用溶解炉 

1.25 

（1.05～

1.20） 

1.35 

（1.05～

1.25） 

1.30 

（1.05～

1.25） 

1.40 

（1.05～

1.30） 

 

連続鋼片加熱炉 

1.20 

（1.05～

1.15） 

－ 

1.25 

（1.05～

1.20） 

－  

連続鋼片加熱炉以

外の金属過熱炉 

1.25 

（1.05～

1.20） 

1.35 

（1.05～

1.30） 

1.25 

（1.05～

1.20） 

1.35 

（1.05～

1.30） 

 

金属熱処理炉 

1.20 

（1.05～

1.15） 

1.25 

（1.05～

1.25） 

1.25 

（1.05～

1.20） 

1.30 

（1.05～

1.30） 

 

石油加熱炉 

1.20 

（1.05～

1.20） 

－ 

1.25 

（1.05～

1.25） 

－  

熱分解炉及び改質

炉 

1.20 

（1.05～

1.20） 

 

1.25 

（1.05～

1.25） 

  

セメント焼成炉 

1.30 

（1.05～

1.25） 

 

1.30 

（1.05～

1.25） 

 
微粉炭専焼の場合

は液体燃料の値 

石灰焼成炉 

1.30 

（1.05～

1.25） 

1.35 

（1.05～

1.35） 

1.30 

（1.05～

1.25） 

1.35 

（1.05～

1.35） 

微粉炭専焼の場合

は液体燃料の値 

乾燥炉 

1.25 

（1.05～

1.25） 

1.45 

（1.05～

1.45） 

1.30 

（1.05～

1.30） 

1.50 

（1.05～

1.50） 

ただし、バーナー

燃焼部のみ 

 

※ 空気比の実績は、大気汚染防止法により規定されているばい煙量測定の排ガス中の酸素濃度から算

定したものとし、年２回測定されているものの両方を対象とする。メーカー等によるメンテナンスに

よるものでも可であるが、年２回測定されていなければならない。 

※ 空気比は、次のいずれかの式により算出する。 

空気比＝21／（21－Ｏ2（％））（小数点３ケタ以下は切り捨て） 

空気比＝21×Ｎ2（％）／（21×Ｎ2（％）－79×（Ｏ2（％）－0.5×CO（％））） 

Ｏ2（％）：排ガス中の酸素の体積百分率（％） 

Ｎ2（％）：排ガス中の窒素の体積百分率（％） 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ６３ － 

CO（％）：排ガス中の一酸化炭素の体積百分率（％） 

（小数点３ケタ以下は切り捨て） 

※ ここでいう工業炉とは、大気汚染防止法によりばい煙濃度の測定及び結果の記録が義務づけられ、

大気汚染防止法施行令別表第一（第二条関係）の中欄に掲げるもの（第一欄のボイラーを除く）であ

って、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。 

※ 高炉ガスその他の副生ガスを燃焼する工業炉の空気比については液体燃料の値とする。 

※ ここでいう工業炉には、次に掲げるものは含まないものとする。 

（１）固体燃料を使用するもの（微粉炭を専燃させるものを除く。） 

（２）定格容量（バーナーの燃料の燃焼性能）が毎時（原油換算）２０リットル未満のもの 

（３）酸化又は還元のための特定の雰囲気を必要とするもの 

（４）ヒートパターンの維持又は炉内温度の均一化のために希釈空気を必要とするもの 

（５）発熱量が３，８００ｋＪ／ｍ３以下の副生ガスを燃焼させるもの 

（６）定期検査時その他定常操業を行っていない状態のもの又は開発、研究若しくは試作の用に供す

るもの 

（７）高温で変質する材料を使用した工業炉で、冷却希釈用空気を必要とするもの 

（８）可燃性廃棄物を燃焼させるもの 

 

運用管理報告書の実施状況欄の記入方法 

（１） 全ての工業炉が運用管理条件を満たしている場合で、それが根拠書類により確認できるときは、

「実施あり」を選択する（自動制御システム（空気比制御）が導入されている工業炉で、それが根

拠書類により確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとして、「実施

あり」を選択できる。）。 

（２） 運用管理条件を満たしていない工業炉がある場合で、当該工業炉全てについて、次のいずれかの

実施できない理由が確認できるときは、運用管理条件を満たしていることに相当するものとして、

「実施あり」を選択する。 

（ア） ばい煙量測定時の負荷率が低い等の理由で、基準空気比を超えてしまう。 

（他） その他、（ア）以外に埼玉県が認める理由で実施できない。 

（３）  工業炉が無い場合で、それが根拠書類により確認できるときは、「該当設備なし」を選択する。 

 

運用管理報告書の県による確認に必要な根拠書類 

下記のうちいずれかのもの 

（１） 大気汚染防止法により規定されているばい煙量測定の排ガス中の酸素濃度測定結果及びそれに基

づく空気比算定結果 

（２） メーカー等によるばい煙量測定の排ガス中の酸素濃度測定結果及びそれに基づく空気比算定結果 

（３） 空気比を自動で制御するシステムの有無がわかるもの（しゅん工図等の計装図、メーカー納入仕

様書、動作説明書等） 

（４） その他、運用管理条件とその実施状況がわかるもの 

※ 実施できない工業炉については、実施できない理由をメーカー又はばい煙測定事業者に具体的に別

紙に記載してもらうこと。 

※ 排ガス中の酸素濃度測定結果及び空気比算定結果は、工業炉１台ずつ必要。 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 
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該当設備がない場合については下記のもの 

（５） 該当設備がないことがわかるもの（しゅん工図等のうち機器表等） 

 

 

推奨する取組 

省エネ法では、基準空気比と目標空気比が設定されており、目標空気比以下に調整することでさらなるCO2

削減につながる。 

 

 

  



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ６５ － 

 

運用管理項目留意事項シート 

Ｎｏ． 運用管理項目留意事項 

１ 状況の変更があった場合の熱源機器及び空調用ポンプの扱い 

関連項目 

区分Ⅰ Ｎｏ．１、２、３、４、５ 

区分Ⅱ Ｎｏ．１、２、３ 

解説 

（１） 状況の変更があった部分で既存施設（状況の変更がなかった部分等）と共用している熱源機器及

び空調用ポンプで、該当設備なしとする例を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況の変更に合わせて２次ポンプ及び冷凍機を増設したが、既存施設と共用しているため、

該当設備なしとする。 

 

（２） 状況の変更があった部分で既存施設（状況の変更がなかった部分等）と共用している熱源機器及

び空調用ポンプで、該当設備とする例を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況の変更に合わせて２次ポンプ及び冷凍機を増設したが、冷凍機は既存施設と共用してい

るため該当設備なしとするが、２次ポンプは状況の変更のあった部分専用になっているため該

当設備とする。 

 

 

既存施設 

冷凍機 1 

状況の変更の 

あった部分 

冷凍機 2 

状況の変更に合わせて 

２次ポンプを増設した。 

→該当設備なし。 

状況の変更に合わせて 

冷凍機を増設した。 

→該当設備なし。 

 

既存施設 

冷凍機 1 

状況の変更の 

あった部分 

冷凍機 2 

状況の変更に合わせて専

用の２次ポンプを増設し

た。→該当設備とする。 

状況の変更に合わせて 

冷凍機を増設した。 

→該当設備なし。 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 
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（３） 熱供給事業所において、熱供給先面積の変更があった場合の、既存施設（状況の変更がなかった

部分等）と共用している熱源機器及び空調用ポンプで、該当設備とする例を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況の変更に合わせてサブプラントを増設し、メインプラント（既存）と連携しているため、

既存施設と共用していることになるが、サブプラントは状況の変更のあった部分を主に賄うた

め増設されたと考え、該当設備とする。 

 

 

  

 

既存施設 
状況の変更のあった

部分（増加した熱供給

先面積） 

冷凍機 1 

冷凍機 2 

冷凍機３ 

冷凍機４ 

メイン 

プラント 

サブ 

プラント 

状況の変更に合わせて 

サブプラント及び連携配管 

を増設した。 

→該当設備。 

状況の変更に合わせて 

サブプラント及び連携配管 

を増設した。 

→該当設備。 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 
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運用管理項目留意事項シート 

Ｎｏ． 運用管理項目留意事項 

２ 状況の変更があった場合のエアーコンプレッサーの扱い 

関連項目 

区分Ⅱ Ｎｏ．４ 

解説 

（１） 状況の変更があった部分で既存施設（状況の変更がなかった部分等）と共用しているエアーコン

プレッサーで、該当設備なしとする例を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況の変更に合わせてエアーコンプレッサーを増設したが、既存施設と共用しているため、

該当設備なしとする。 

 

（２） 状況の変更があった部分で既存施設（状況の変更がなかった部分等）と共用していないエアーコ

ンプレッサー等で、該当設備とする例を次に示す。 

 

 

状況の変更に合わせてエアーコンプレッサーを増設したが、状況の変更のあった部分専用に

なっているため該当設備とする。 

 

  

既存施設 

エアーコンプレッサー1 

状況の変更の 

あった部分 
状況の変更に合わせて

専用のエアーコンプレ

ッサーを増設した。 

→該当設備とする。 

エアーコンプレッサー２ 

 

既存施設 

エアーコンプレッサー1 

状況の変更の 

あった部分 

状況の変更に合わせて 

エアーコンプレッサーを

増設した。 

→該当設備なし。 

エアーコンプレッサー2 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ６８ － 

 

運用管理項目留意事項シート 

Ｎｏ． 運用管理項目留意事項 

３ 状況の変更があった場合のファンの扱い 

関連項目 

区分Ⅰ Ｎｏ．９  、  区分Ⅱ Ｎｏ．７ 

解説 

（１） 状況の変更があった部分で既存施設（状況の変更がなかった部分等）と共用しているファンで、

該当設備なしとする例を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況の変更に合わせてファンを増設したが、既存施設と共用しているため、適用対象外となる。 

 

（２） 状況の変更があった部分で既存施設（状況の変更がなかった部分等）と共用していないファンで、

該当設備とする例を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況の変更に合わせてファンを増設したが、状況の変更のあった部分専用になっているため

該当設備とする。 

  

 

既存施設 状況の変更の 

あった部分 

状況の変更に合わせて 

ファンを増設した。 

→該当設備なし。 

 

既存施設 

状況の変更の 

あった部分 

状況の変更に合わせて専

用のファンを増設した。 

→該当設備とする。 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 
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運用管理項目留意事項シート 

Ｎｏ． 運用管理項目留意事項 

４ 状況の変更があった場合の空調機器及び照明等の例 

関連項目 

区分Ⅰ Ｎｏ．６、７、８、９、１０  、  区分Ⅱ Ｎｏ．５、６、７、８ 

解説 

状況の変更があった部分で既存施設（状況の変更がなかった部分等）と共用している空調機器及び照明等

で、該当設備とする例を次に示す。 

 

変更前 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況の変更に合わせて空調機を増設したが、間仕切り等で区画されていないため、既存部分

と共用していることになるが、増設した空調機は状況の変更のあった部分と連動して運転する

と考え、該当設備とする。 

照明は状況の変更以前から設置されているが、空調機と同様、状況の変更のあった部分と連

動して照明すると考え、該当設備とする。 

 

 

 

空調機 発熱機器 

１ 

 

 

状況の変更（発熱機器２の増設）に合わせて 

空調機を増設した。 

→該当設備とする。 

空調機 空調機 発熱機器 

１ 

発熱機器 

２ 

状況の変更のあった部分 

状況の変更（発熱機器２の増設）以前

から照明が設置されているが、発熱機

器２と連動して点灯すると考える。 

→該当設備とする。 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ７０ － 

 

運用管理項目留意事項シート 

Ｎｏ． 運用管理項目留意事項 

５ 根拠書類における代表エリア（代表階等）の例 

関連項目 

区分Ⅰ Ｎｏ．６、７、８、１０  、  区分Ⅱ Ｎｏ．５、６、７、８ 

解説 

代表エリア（代表階）は、対象設備又は対象室がある主たる用途のものの中から次の例に倣って選択する

こと。代表エリア（代表階）の例を次に示す。 

 

（１） 事業所が単一の建物から構成される場合（主たる用途が事務所の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単一の建物において主たる用途が複数階ある場合は、主たる用途の中から床面積や設備構

成が同じもので、床面積が最も大きい階を選択すること。 

上記図の場合では、主たる用途は事務所で、床面積や設備構成が同じと考えられる事務室

階で、床面積が最も大きい３Ｆ又は４Ｆが代表エリア（代表階）となる。 

 

（２） 事業所が複数の建物から構成される場合（主たる用途が事務所の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の建物から構成される場合は、主たる用途の階の中の床面積が大きい階で、床面積や

設備構成が同じものの中から選択すること。 

上記図の場合では、主たる用途は事務所で、床面積が大きい階は低層の建物の１～３Ｆ、

床面積や設備構成が同じと考えられる事務室階の２Ｆ又は３Ｆが代表エリア（代表階）とな

る。 

  

 

1F 事務所（エントランスホール）3,500 ㎡ 

2F 事務所（事務室）3,500 ㎡ 

3F 事務所（事務室）4,000 ㎡ 

B1F 事務所（駐車場）4,000 ㎡ 

4F 事務所（事務室）4,000 ㎡ 

5F 宿泊（宴会場）3,000 ㎡ 

6F 宿泊（客室）3,000 ㎡ 

7F 宿泊（客室）3,000 ㎡ 

いずれかから 

選択する。 

 

1F 商業（売場）2,000 ㎡ 

2F 商業（売場）2,000 ㎡ 

3F 事務所（事務室）2,000 ㎡ 

B1F 商業（駐車場）2,000 ㎡ 

4F 事務所（事務室）2,000 ㎡ 

5F 事務所（事務室）2,000 ㎡ 

6F 事務所（事務室）2,000 ㎡ 

1F 事務所（エントランスホール）5,000 ㎡ 

2F 事務所（事務室）5,000 ㎡ 

 

3F 事務所（事務室）5,000 ㎡ 

いずれかから 

選択する。 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ７１ － 

 

運用管理項目留意事項シート 

Ｎｏ． 運用管理項目留意事項 

６ スポット形空調機の例 

関連項目 

区分Ⅰ Ｎｏ．７  、  区分Ⅱ Ｎｏ．６ 

解説 

スポット形空調機の例を次に示す。 

 

（１） スポット形空調機の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主に生産ラインや厨房等において、空調機に接続されたダクトやパンカールーバー等の吹き

出し口から冷風又は温風を局所的に直接人に吹きつけるものや、凝縮器及び蒸発器が一体とな

っているもの。 

 

（２） スポット形空調機に含まれないものの例 

エントランスホール等の大空間における居住域空調や、タスクアンドアンビエント空調方式

におけるタスク（作業部分のみ）空調等は、スポット形空調機には含まれないものとする。 
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－ ７２ － 

改正履歴 

 

平成２３年２月 

・ 当初版を策定し、公開した。 

 

平成２３年６月 

・ 県外クレジット対象事業所の基準排出量を算定する場合の規定を追加した。 

 

平成２４年９月 

・ 東京都「基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定

ガイドライン」の平成２４年４月改正内容を反映した。 

・ 「温暖化対策計画制度及び目標設定型排出量取引制度におけるエネルギー起源CO2

排出量算定ガイドライン」（平成２４年６月改正）において基準排出量の協議制度が

整備されたため、整合を図った。 

 

平成２５年５月 

・ 新規事業所に係る手続規定を改正した。 

 

平成２７年９月 

・ 運用管理報告書の提出又は検証が不要となる要件に、「対象年度以前にトップレベ

ル事業所に認定された事業所が毎年度の適合状況報告書を提出している場合」を追加

した。 

・ 「温暖化対策計画制度及び目標設定型排出量取引制度におけるエネルギー起源CO2

排出量算定ガイドライン」（平成２７年９月改正）において基準排出量協議の手続き

方法、提出期限等が変更されたため、整合を図った。 

・ 第５章 区分ⅠＮｏ．５、区分ⅡＮｏ．３及び区分ⅡＮｏ．９において、採用する

空気比を年１回分のみとする規定を削除した。 

・ 検証機関による検証又は県による確認に必要な根拠資料について、内容の整理を行

った。 

 

平成２８年５月 

・ 運用管理報告書の検証を不要としたことに伴う改正 

 

令和２年４月 

・ 運用管理報告書及び運用管理報告免除申請書の押印を不要とした。 

 

令和３年７月 

・ 第５章 区分ⅠＮｏ．９及び区分ⅡＮｏ．７において、換気設備の基準の一部を法

令等に合わせて改正した。 

 



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ７３ － 

令和５年１１月 

・ 省エネ法改正（令和４年５月）による名称改正に伴う表記の修正 

 

令和７年１１月 

・ 第３削減計画期間から第４削減計画期間への時点修正 

・ その他軽微な修正 
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第１号様式その１

（宛先）

住所　

氏名　

１．基本情報

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

会 社 名

住 所

所 属 名

担当者名

電話番号

FAX 番 号

ﾒｰﾙｱﾄﾞ ﾚｽ

備 考

備考　※印の欄には、記入しないこと。

報 告 対 象

事 業 所 番 号 大規模事業所該当年度

運用管理報告書の対象となる建物の延べ面積
（熱供給事業所にあっては熱供給先面積）

主 た る 用 途 区 分

　　　　年　　月　　日

埼 玉 県 知 事

事 業 所 の 所 在 地

法 人 に あ っ て は 名 称 、 代 表 者 の 氏 名
及 び 主 た る 事 業 所 の 所 在 地

運用管理報告書

　基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドラ
インの規定により、運用管理基準の実施状況を次のとおり報告します。

事 業 所 の 名 称

報告の対象年度又は期間

文 化

宿 泊

教 育

事 務 所

情 報 通 信

放 送 局

商 業

医 療

※受付欄

工場その他上記以外

連 絡 先

用
途
別
内
訳

物 流

駐 車 場
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第1号様式その２

２．（区分Ⅰ）運用管理項目実施状況

運転マニュアル又は管理標準 ア

中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 イ

自動制御の有無がわかるもの ウ

その他　 （ ）

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 イ

その他　 （ ） ウ

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

自動制御の有無がわかるもの イ

その他　 （ ） ウ

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

自動制御の有無がわかるもの

その他　 （ ）

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

大気汚染防止法に基づくO2濃度測定結果及び空気比算定結果 ア

メーカー等の測定によるO2濃度測定結果及び空気比算定結果

自動制御の有無がわかるもの

その他　 （ ）

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 イ

自動制御の有無がわかるもの ウ

その他　 （ ） エ

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

中央監視装置の温度設定画面の出力 イ

室内温度の実績値がわかる測定結果 ウ

その他　 （ ） エ

他

試運転調整における外気量の記録及び設計外気量がわかるもの ア

自動制御の有無がわかるもの イ

その他　 （ ） ウ

該当設備がないことがわかるもの （ ） エ

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 イ

その他　 （ ）

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 イ

自動制御の有無がわかるもの ウ

その他　 （ ）

他

報告対象年度又は期間

自己チェック項目

過度な室内温度設
定の防止

全ての空調室の設定値又は実際の室内温度が冷房
時26℃以上、暖房時22℃以下となっているか。

事業所名称 事業所番号

7

運用管理項目No.

最も遅く停止する空調機器の停止時刻以前に全て
の空調用ポンプが停止しているか。

全ての空調用ポンプの起動時刻と最も早く起動する
空調機器の起動時刻との差が１時間以内となってい
るか。

6
空調機器不要時の
運転の防止

燃焼機器の過大空
気比の防止

10
照明不要時の点灯
の防止

全ての照明が室使用時間に合わせて点灯消灯して
いるか。

9
駐車場換気ファン
不要時の運転の防
止

全ての駐車場換気ファンが駐車場使用時間に合わ
せて起動停止しているか。

8
過剰な外気取入の
防止

全ての空調機器の外気取入量が設計外気量＋20%
以内となっているか。

全ての同一系統における空調用ポンプの運転台数
を、季節別（夏季、冬季、中間季）及び平日・休日別
の熱負荷の状況に応じて調整すること。

全ての燃焼機器の空気比が基準空気比以下に調整
されているか。

全ての空調機器の起動時刻と室使用開始時刻との
差が１時間以内か。

室使用終了時刻以前に全ての空調機器が停止して
いるか。

5

最も遅く停止する空調機器の停止時刻以前に全て
の熱源機器が停止しているか。

熱源機器不要時の
運転の防止

全ての熱源機器の起動時刻と最も早く起動する空
調機器の起動時刻との差が１時間以内となっている
か。

2

3

空調用ポンプの過
剰な台数による運
転の防止

空調用ポンプ不要
時の運転の防止

熱源機器の過剰な
台数による運転の
防止

1

4

全ての同一系統における熱源機器の運転台数を、
季節別（夏季、冬季、中間季）及び平日・休日別の
熱負荷の状況に応じて調整すること。

実施
でき
ない
理由

実施状況

根拠書類
実施
あり

実施
なし

該当
設備
なし
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第1号様式その３

２．（区分Ⅱ）運用管理項目実施状況

運転マニュアル又は管理標準 ア

中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 イ

自動制御の有無がわかるもの ウ

その他　 （ ） エ

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

自動制御の有無がわかるもの イ

その他　 （ ） ウ

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

大気汚染防止法に基づくO2濃度測定結果及び空気比算定結果 ア

メーカー等の測定によるO2濃度測定結果及び空気比算定結果

自動制御の有無がわかるもの

その他　 （ ）

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 イ

その他　 （ ）

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 イ

自動制御の有無がわかるもの ウ

その他　 （ ） エ

該当設備がないことがわかるもの （ ） オ

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

中央監視装置の温度設定画面の出力 イ

室内温度の実績値がわかる測定結果 ウ

その他　 （ ）

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 イ

その他　 （ ）

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

運転マニュアル又は管理標準 ア

中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 イ

自動制御の有無がわかるもの ウ

その他　 （ ）

他

大気汚染防止法に基づくO2濃度測定結果及び空気比算定結果 ア

メーカー等の測定によるO2濃度測定結果及び空気比算定結果

自動制御の有無がわかるもの

その他　 （ ）

該当設備がないことがわかるもの （ ）

他

該当
設備
なし

実施
でき
ない
理由

実施
あり

5
空調機器不要時の
運転の防止

全ての空調機器の起動時刻と室使用開始時刻との
差が１時間以内か。

室使用終了時刻以前に全ての空調機器が停止して
いるか。

実施
なし

1

熱源機器の過剰な
台数による運転の
防止

全ての同一系統における熱源機器の運転台数を、
供給先建物操業状況による熱負荷の状況に応じて
調整すること。

ボイラー及び直焚
吸収冷温水発生機
の過大空気比の防
止

自己チェック項目

実施状況

エアーコンプレッ
サー不要時の運転
の防止

4

全ての熱源機器の起動時刻と供給先のうち最も早く
操業する建物の操業開始時刻との差が１時間以内と
なっているか。

全てのボイラー及び直焚吸収冷温水発生機の空気
比が基準空気比以下に調整されているか。

2

3

供給先のうち最も遅く操業停止する建物の操業停止
時刻以前に全ての熱源機器が停止しているか。

熱源機器不要時の
運転の防止

全てのエアーコンプレッサーの起動時刻と供給先の
うち最も早く操業する建物の操業開始時刻との差が
１時間以内となっているか。

供給先のうち最も遅く操業停止する建物の操業停止
時刻以前に全てのエアーコンプレッサーが停止して
いるか。

6
過度な室内温度設
定の防止

全ての空調室の設定値又は実際の室内温度が冷房
時26℃以上、暖房時22℃以下となっているか。

7
換気ファン不要時
の運転の防止

全ての換気ファンが建物操業時間に合わせて起動
停止しているか。

8
照明不要時の点灯
の防止

全ての照明が室使用時間に合わせて点灯消灯して
いるか。

9
工業炉の過大空気
比の防止

全ての工業炉の空気比が基準空気比以下に調整さ
れているか。

報告対象年度又は期間

No.

事業所名称 事業所番号

運用管理項目
根拠書類



基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン 

－ ７７ － 

 

第２号様式

（宛先）

住所　

氏名　

会 社 名

住 所

所 属 名

担 当 者 名

電 話 番 号

FAX 番 号

ﾒｰﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ

備考　※印の欄には、記入しないこと。 （日本産業規格Ａ列４番）

　　　年　　月　　日

埼　玉　県　知　事

法 人 に あ っ て は 名 称 、 代 表 者 の 氏 名
及 び 主 た る 事 業 所 の 所 在 地

運用管理報告免除申請書

　優良大規模事業所削減義務率減少申請書及び優良大規模事業所適合状況報告書を提出済み
なので、基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドラ
インの規定により、運用管理報告書の提出等の免除を申請します。

事 業 所 の 名 称

連 絡 先

事 業 所 の 所 在 地

※受付欄

事 業 所 番 号


